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近
江
国
蒲
生
郡
野
田
村
出
身
の
近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
は
、
中
山
道
上
野
国
板
鼻
宿
（
現
、
群
馬
県
安
中
市
）
に
お
い
て
、
宝
暦
三

年
（
一
七
五
三
）
に
酒
造
商
を
創
業
し
た
。
北
関
東
で
の
酒
造
業
の
開
始
は
、
江
戸
期
に
出
店
を
開
業
し
た
蒲
生
郡
日
野
町
出
身
の
近
江

商
人
の
多
く
に
共
通
す
る
傾
向
で
あ
る（
１
）。

一　
（
七
六
六
）



第
六
十
二
巻  

第
四
号

　

野
田
家
の
家
譜
は
、同
家
伝
来
の
数
種
の
史
料
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
主
な
も
の
と
し
て
、明
治
期
に
執
筆
さ
れ
た
「
萬

歳
記
」・「
歴
代
野
田
金
平
家
略
（
仮
題
）」・「
五
世
野
田
六
左
衛
門
略
伝
」・「
歴
代
忌
年
早
見
表
」
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料

に
よ
っ
て
、
先
ず
野
田
六
左
衛
門
家
の
家
譜
を
歴
代
当
主
を
中
心
に
ま
と
め
、
次
い
で
経
営
分
析
を
試
み
た
後
、
奉
公
人
の
あ
り
様
を
考

察
す
る
こ
と
に
す
る（
２
）。

　
　
　
　
　
　
　

一　

系　
　

譜

　
　
　
　

１　

初
代
金
平

　　

初
代
金
平
は
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）、
蒲
生
郡
野
田
村
の
農
家
に
生
ま
れ
た
。
一
二
歳
で
同
郡
松
尾
山
村
の
高
井
作
右
衛
門
家
に
奉
公

し
、
上
野
国
藤
岡
の
出
店
に
勤
務
し
た
。

　

宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）、
三
一
歳
で
独
立
別
家
と
な
り
、
そ
れ
ま
で
に
蓄
え
た
五
〇
両
を
元
手
に
、
上
野
国
碓
氷
郡
板
鼻
宿
で
細
野
彦

兵
衛
の
店
を
借
り
て
酒
造
業
を
始
め
た
。
碓
氷
川
の
清
流
は
酒
造
に
適
し
、
芳
醇
な
美
酒
と
い
う
評
判
を
得
て
、
商
勢
は
上
向
い
た
。
店

名
を
十
一
屋
六
左
衛
門
と
称
し
た
。
没
し
た
の
は
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
二
月
三
日
、享
年
四
七
。
法
号
「
秀
円
」。
初
代
金
平
の
妻
「
み

ち
」
は
、
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
一
二
月
一
七
日
没
。

　

初
代
金
平
は
、
没
す
る
前
年
の
明
和
五
年
八
月
に
「
書
を
き
申
一
札
之
事
」
と
題
す
る
遺
言
状
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
な
か
の
一
節
を

示
す
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

二　
（
七
六
五
）



近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
程
（
末
永
國
紀
）

　
　
　
　

書
を
き
申
一
札
之
事
（#

1393

）

　
　

一　

右
金
百
廿
両　

猫
田
村
惣
兵
衛
殿
ニ
預
リ
御
座
候

　
　

一　

当
村
本
誓
寺
様　

無
心
金

　
　
　
　
　
　

金
廿
四
両
斗
預
リ
御
座
候

　
　

一　

金
廿
両
藤
岡
町
作
右
衛
門
様
ニ
亥
ノ
十
二
月
ニ
預
リ
御
座
候

　
　
　
　

惣
〆
預
り
金

　
　
　
　
　
　

三
口
合
百
六
拾
四
両
ニ
御
座
候

　
　

一　

板
鼻
宿
店
当
年
ま
て
拾
七
ケ
年
、

　
　
　
　

年
々
尓
店
お
ろ
し
勘
定
改
長
雨

　
　
　
　

此
方
と
店
尓
年
々
弐
本
ツ
ヽ
改
を
き

　
　
　
　

申
候
、
店
長
（
マ
マ
）面
之
通
り
金
子
無
相
違

　
　
　
　

御
座
候
、
我
直
は
て
候
上
ハ
、
松
尾
山
村

　
　
　
　

作
右
衛
門
様
猫
田
村
宗
兵
衛
様
ま
し
た
村
新
蔵
殿

　
　
　
　

立
会
尓
て
、
あ
と
し
き
取
合
何
方
尓
て

　
　
　
　

も
慥
成
者
作
右
衛
門
様
惣
兵
衛
様

　
　
　
　

御
せ
わ
ニ
被
成
候
て
、
我
直
あ
と
可
然
様
ニ

　
　
　
　

相
立
可
申
様
ニ
被
成
可
被
下
候
、
た
の
ミ

　
　
　
　

を
き
申
候

三　
（
七
六
四
）



第
六
十
二
巻  

第
四
号

　

右
の
内
容
は
、
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
日
野
の
猫
田
村
の
藤
崎
宗
兵
衛
と
野
田
村
本
誓
寺
、
上
州
藤
岡
の
旧
主
高
井
作
右
衛
門
か
ら

合
計
一
六
四
両
の
預
り
金
が
あ
る
こ
と
。
上
州
板
鼻
宿
の
出
店
は
、
開
店
以
来
明
和
五
年
で
一
七
年
に
な
る
こ
と
。
年
々
の
店
卸
帳
は
、

近
江
の
本
宅
と
出
店
の
両
方
に
備
え
て
い
る
こ
と
。
帳
面
の
額
面
通
り
の
現
金
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
。
自
分
の
没
後
の
跡
式
の
世
話
は
、

松
尾
山
村
の
高
井
作
右
衛
門
と
猫
田
村
の
藤
崎
宗
兵
衛
、
そ
れ
に
妻
「
み
ち
」
の
実
家
で
あ
る
増
田
村
の
新
蔵
に
頼
む
が
、
と
く
に
作
右

衛
門
と
宗
兵
衛
に
跡
目
相
続
の
こ
と
を
懇
願
し
た
い
こ
と
。

　

金
平
は
こ
れ
に
続
く
文
言
で
、
板
鼻
宿
近
村
の
中
宿
村
出
身
の
奉
公
人
で
あ
り
、
目
を
掛
け
て
い
る
与
七
の
伴
侶
と
し
て
、
作
右
衛
門

の
妹
か
、
も
し
く
は
近
江
の
同
郷
の
女
性
を
娶
せ
る
世
話
を
作
右
衛
門
・
宗
兵
衛
と
名
主
を
は
じ
め
と
す
る
村
方
の
六
人
に
頼
ん
で
い
る
。

与
七
の
こ
と
を
、
後
事
を
託
す
に
足
る
人
物
と
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
妻
の
「
み
ち
」
の
身
の
振
り
方
に
つ
い
て
も
一
カ
条
を
設
け
て
い
る
。「
お
み
ち
義
ハ
、
此
方
に
て
ご
け
立
て
候
は
ば
」
と

し
て
、
婚
家
に
留
ま
っ
て
後
家
を
立
て
る
な
ら
ば
生
計
費
に
一
七
六
両
一
歩
を
与
え
、
実
家
の
増
田
村
へ
戻
る
こ
と
に
な
る
な
ら
ば
五
〇

両
を
付
け
て
帰
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
お
み
ち
義
ハ
心
の
ま
ま
ニ
被
成
可
被
下
候
」、
と
「
み
ち
」
自
身
の
判
断
に
委
ね
る
こ
と
に
し
て

い
る
。
妻
に
対
す
る
配
慮
の
行
き
届
い
た
理
解
あ
る
態
度
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

２　

二
代
目
金
平

　

初
代
金
平
に
は
、
名
前
を
「
そ
え
」
と
い
う
娘
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
蒲
生
郡
今
堀
村
市
川
家
の
次
男
源
治
を
養
嗣
子
に
迎
え
た
。
こ
れ

が
二
代
目
金
平
で
あ
る
。
文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
七
月
三
日
没
す
。
享
年
六
五
。
法
号
「
秀
意
」。
妻
「
そ
え
」
の
没
年
は
、
弘
化
四

年
（
一
八
四
七
）
五
月
一
三
日
。

四　
（
七
六
三
）



近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
程
（
末
永
國
紀
）

　

二
代
目
は
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
四
月
の
板
鼻
宿
の
代
官
の
出
店
商
売
に
関
す
る
尋
問
に
つ
い
て
、
四
月
一
二
日
に
次
の
よ
う
に

応
答
し
て
い
る
（#

1394

）。

　
　

 

御
代
官
堀
矢
文
右
衛
門
様
ヨ
リ
触
書
、
上
方
辺

出
店
商
売
、
其
外
都
而
商
内
金
高
何
程
、
取
扱
、
家
内
人
数
等
、
地
頭
名
前
書
出

し
可
申
趣
、
則
書
上
候
趣
意
ハ

　
　

小
笠
原
佐
渡
守
領
分
、
近
江
国
野
田
村
金
平

　
　

一　

 

金
高
凡
五
百
両
位

六
百
両
位
迄
年
中
商
内
高
、
右
商
内
ト
申
者
、
造
酒
荒
物
雑
穀
類
ニ
御
座
候
、
尤
造
酒
仕
入
時
分
者
と
時

借
等
仕
候
儀
茂
有
之
候
、
借
店
相
始
メ
候
年
者
、
宝
暦
三
酉
年
ニ
テ
、
当
時
家
内
六
人
ニ
テ
渡
世
仕
候
出
店
之
儀
ニ
候
間
、
農

業
不
仕
候

　
　

右
之
通
、
寅
四
月
十
二
日
印
形
仕
差
上
申
候

　

代
官
堀
矢
文
右
衛
門
に
よ
る
上
方
辺
か
ら
の
出
店
商
売
人
に
対
す
る
家
業
調
べ
に
対
し
て
、
近
江
の
本
宅
の
野
田
村
の
領
主
は
、
小
笠

原
佐
渡
守
で
あ
る
こ
と
。
出
店
の
年
間
の
商
内
高
は
五
〇
〇
〜
六
〇
〇
両
で
あ
り
、
取
扱
品
は
造
酒
・
荒
物
・
雑
穀
類
で
あ
り
、
酒
仕
込

み
の
節
は
、
資
金
借
入
も
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
。
借
店
に
よ
る
営
業
を
は
じ
め
た
の
は
宝
暦
三
年
で
あ
り
、
そ
の
時
の
人
数
は
六
人
、

農
業
は
お
こ
な
っ
て
い
な
い
と
回
答
し
て
い
る
。
後
に
み
る
よ
う
に
、
こ
の
年
の
板
鼻
出
店
の
純
資
産
は
す
で
に
二
〇
〇
〇
両
を
超
え
て

い
る
の
で
、
四
分
一
く
ら
い
の
過
少
申
告
で
あ
る
。

　

二
代
目
の
時
代
に
は
、
板
鼻
付
近
で
の
出
店
の
新
設
と
改
廃
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
に
十
一
屋
太
助
の
名
前
で

松
井
田
出
店
を
出
し
、
寛
政
一
一
年
に
店
仕
舞
い
を
し
て
い
る
。
寛
政
四
年
に
は
野
田
又
左
衛
門
名
の
脇
屋
村
出
店
を
店
仕
舞
い
に
し
た

五　
（
七
六
二
）



第
六
十
二
巻  

第
四
号

際
は
、
損
金
九
〇
両
を
計
上
し
、
同
八
年
に
は
室
田
宿
出
店
を
仕
舞
っ
て
、
損
金
九
六
両
と
銭
九
三
八
文
を
出
し
て
い
る
。
同
一
一
年
秋

に
倉
賀
野
に
酒
造
店
を
開
き
、
八
八
六
両
二
分
二
朱
と
銭
一
四
二
文
を
投
資
し
て
い
る
。
文
化
四
年
秋
に
高
崎
宿
赤
坂
に
酒
造
出
店
を
出

し
、
支
配
人
に
新
七
を
配
属
し
た
。

　

こ
の
間
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
三
月
に
酒
造
造
石
令
に
よ
っ
て
、
板
鼻
出
店
の
酒
造
石
高
は
、
三
〇
〇
石
か
ら
二
〇
〇
石
増
え
て

五
〇
〇
石
と
な
っ
た
。

　

安
永
の
頃
か
ら
質
屋
業
を
始
め
た
が
、
文
化
の
頃
に
見
切
り
を
つ
け
て
廃
止
し
た
。
そ
の
理
由
を
「
当
所
ハ
、
在
せ
ま
く
、
市
不
立
、

上
ハ
安
中
へ
近
ク
、
下
ハ
高
崎
之
大
場
ア
リ
、
一
切
外
商
内
不
相
成
所
ニ
候
、
已
後
懲
り
て
始
べ
か
ら
ず
、
質
物
も
在
方
之
質
無
之
、
当

所
人
ト
飯
盛
下
女
之
質
物
故
、
相
手
ニ
相
成
不
申
」
と
、
質
物
の
品
質
が
よ
く
な
い
の
で
、
酒
造
業
以
外
の
廃
業
も
止
む
を
得
な
い
と
述

べ
て
い
る
（#

1394

）

　

文
化
八
年
一
一
月
二
一
日
の
板
鼻
宿
大
火
に
よ
っ
て
、
米
飯
の
炊
出
し
救
恤
に
二
五
両
二
分
二
朱
を
費
や
し
、
そ
の
上
で
天
明
の
頃
か

ら
宿
内
の
旅
籠
屋
そ
の
他
へ
貸
し
付
け
て
い
た
五
〇
〇
〜
六
〇
〇
両
が
取
り
立
て
不
能
の
損
金
と
な
っ
た
こ
と
も
重
な
っ
て
、
板
鼻
宿
の

立
地
を
次
の
よ
う
に
酷
評
し
て
い
る
。

　
　

 

当
所
ハ
在
少
く
市
不
立
、
通
船
無
之
商
人
之
住
へ
き
土
地
ニ
あ
ら
ず
、
外
商
内
一
切
難
相
成
、
漸
々
酒
造
五
六
百
石
之
渡
世
ヨ
リ
致

方
無
之
、
夫
迚
茂
、
長
久
之
安
堵
ハ
難
相
成
、
店
卸
勘
定
不
合
歟
、
又
ハ
何
歟
心
ニ
不
叶
事
出
来
候
ハ
ヽ
深
く
不
及
思
案
、
早
速
見

切
店
仕
舞
可
申
、元
来
商
人
ニ
不
相
応
之
土
地
候
間
、尻
ヲ
据
ヘ
株
付
候
ヘ
バ
、却
而
勘
定
難
合
、常
々
其
心
掛
ニ
て
何
時
成
共
立
退
、

残
念
無
之
仕
方
ニ
致
し
、
仮
令
幾
年
商
内
致
し
居
候
共
、
壱
年
限
リ
之
心
得
ヲ
以
テ
渡
世
可
致
候
（#

1394

）

六　
（
七
六
一
）



近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
程
（
末
永
國
紀
）

　

板
鼻
宿
は
、
田
舎
の
た
め
人
口
少
な
く
、
人
の
集
ま
る
市
も
た
た
ず
通
船
の
便
も
な
い
の
で
、
商
人
の
住
む
よ
う
な
所
で
は
な
い
。
酒

造
以
外
の
商
売
は
成
り
立
た
な
い
。
精
々
酒
造
石
高
五
〇
〇
〜
六
〇
〇
石
が
適
当
な
規
模
の
土
地
で
あ
り
、
そ
れ
と
て
も
長
く
腰
を
据
え

る
所
で
は
な
い
。
店
卸
勘
定
が
釣
り
合
わ
な
か
っ
た
り
、
何
か
心
に
染
ま
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
深
く
思
案
す
る
こ
と
な
く
、

見
切
っ
て
店
仕
舞
い
す
る
積
り
で
い
る
の
が
よ
い
。
そ
の
よ
う
に
割
り
切
っ
て
い
つ
で
も
立
ち
退
け
る
よ
う
に
準
備
し
て
お
く
こ
と
で
あ

る
。
た
と
え
何
年
商
い
を
続
け
よ
う
と
、
一
年
限
り
の
商
売
と
心
得
て
お
く
こ
と
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
外
来
商
人
と
し
て
長
年
居
付
い
て
い
る
か
ら
に
は
、
簡
単
に
引
き
揚
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
高
崎
藩
へ
の

出
金
は
天
明
頃
か
ら
始
ま
り
、
安
中
藩
へ
は
寛
政
元
年
と
二
年
の
間
に
六
〇
〇
両
を
貸
し
付
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
野
田
家
の

出
店
が
商
家
と
し
て
、
す
で
に
目
立
つ
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　

３　

三
代
目
金
平

　　

二
代
目
金
平
に
は
二
人
の
娘
が
い
た
。
二
代
目
の
生
家
で
あ
る
今
堀
村
の
市
川
五
郎
左
衛
門
家
か
ら
二
代
目
の
甥
で
あ
る
専
次
郎
を
養

子
に
迎
え
、
こ
れ
に
姉
娘
を
配
偶
し
た
。
こ
れ
が
三
代
目
金
平
で
あ
る
。
姉
娘
は
長
男
専
太
郎
を
生
ん
で
没
し
た
の
で
、
三
代
目
は
妹
娘

の
「
ひ
で
」
を
後
妻
に
迎
え
、
次
男
金
治
郎
と
二
人
の
娘
を
得
た
。
三
代
目
の
没
年
は
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
四
月
二
四
日
、
享
年

五
六
。
法
号
「
秀
貞
」。「
ひ
で
」
の
没
年
は
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
三
月
六
日
。

　

寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
一
〇
月
の
二
五
歳
の
時
、
板
鼻
出
店
へ
は
じ
め
て
下
っ
た
三
代
目
の
時
代
も
出
店
の
改
廃
が
続
い
た
。
文
政

二
年
秋
、
倉
賀
野
出
店
を
一
時
秩
父
大
宮
町
の
小
兵
衛
へ
譲
渡
し
た
が
、
寛
政
一
一
年
秋
か
ら
文
政
二
年
ま
で
の
間
、
倉
賀
野
出
店
の
商

勢
は
振
る
わ
ず
、
利
分
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
文
政
八
年
八
月
、
下
小
塙
村
の
地
所
酒
蔵
諸
道
具
を
買
取
っ
て
出
店
と
し
た
。
店
名
日
野
屋

七　
（
七
六
〇
）
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与
三
郎
。
支
配
担
当
は
与
市
と
吉
兵
衛
で
あ
っ
た
が
、
三
年
後
の
秋
ま
で
の
勘
定
は
大
損
で
あ
っ
た
の
で
、
本
店
へ
引
き
揚
げ
処
分
に
し

た
。
同
じ
く
文
政
八
年
一
二
月
、
高
崎
の
九
蔵
町
横
町
の
酒
株
・
地
所
・
建
物
・
諸
道
具
を
合
計
二
〇
三
両
一
分
二
朱
と
銭
二
八
三
文
で

買
取
り
、
翌
九
年
正
月
に
与
市
へ
任
せ
た
。
九
蔵
町
横
町
出
店
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
出
店
は
、
幹
部
奉
公
人
と
の
乗
合
店
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
乗
合
店
の
経
営
に
つ
い
て
、「
一
乗
合
店
ハ
相
互
ニ
其
店

へ
入
込
、
可
相
勤
ナ
リ
、
人
任
せ
ニ
し
て
乗
合
候
テ
ハ
、
不
行
届
キ
故
、
無
用
ト
可
相
心
得
候
、
出
店
ハ
第
一
人
、
第
二
所
、
第
三
金
」、

と
諭
し
、
乗
合
店
経
営
に
お
い
て
は
人
任
せ
に
せ
ず
自
ら
経
営
を
担
当
す
る
覚
悟
が
必
要
で
あ
り
、
と
か
く
出
店
経
営
で
は
、
経
営
担
当

者
の
人
物
、
出
店
の
立
地
、
資
金
が
肝
心
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
（#

1394

）。
同
時
に
、
出
店
の
厄
介
事
を
本
店
に
持
ち
込
み
、
迷
惑
を

か
け
な
い
よ
う
に
努
め
る
こ
と
も
求
め
て
い
る
。

　

文
政
五
年
正
月
一
一
日
昼
四
つ
時
、
板
鼻
出
店
の
釜
屋
か
ら
出
火
し
、
酒
蔵
を
残
ら
ず
焼
失
す
る
と
い
う
災
難
が
生
じ
た
。
焼
失
に
よ

る
痛
手
を
被
っ
た
野
田
六
左
衛
門
に
対
し
て
、
同
地
の
領
主
は
陣
屋
へ
の
出
頭
を
命
じ
、
次
の
よ
う
に
説
諭
し
た
（#

1394

）。

　
　

 

御
本
陣
宅
へ
六
左
衛
門
呼
寄
セ
、
安
井
、
真
砂
、
須
賀
、
藤
屋
、
立
合
之
上
、
其
許
焼
失
ニ
付
、
身
上
立
直
り
候
迄
、
地
賃
取
申
間
敷
、

高
野
方
ハ
旅
人
屋
渡
世
致
シ
、
地
賃
当
テ
ニ
不
致
暮
し
可
申
、
此
節
古
借
茂
返
済
可
致
之
處
、
不
勝
手
故
返
済
難
相
成
候
、
右
勘
弁

之
趣
意
と
て
、
普
請
致
し
不
相
替
渡
世
相
続
可
致
旨
議
定
被
致
候

　

焼
失
後
、
板
鼻
宿
の
本
陣
へ
当
主
金
平
が
呼
び
寄
せ
ら
れ
て
、
安
井
、
真
砂
、
須
賀
、
藤
屋
と
い
っ
た
主
だ
っ
た
地
元
の
人
々
の
立
合

の
上
で
、
板
鼻
出
店
の
貸
主
で
あ
る
高
野
利
左
衛
門
家
が
借
家
賃
の
支
払
い
を
免
除
す
る
こ
と
、
板
鼻
出
店
か
ら
借
り
て
い
る
古
い
借
金

の
返
済
は
で
き
な
い
が
、
出
店
を
再
築
し
て
営
業
を
続
け
る
よ
う
に
と
慰
留
さ
れ
て
い
る
。
被
災
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
野
田
家
が
出
店

八　
（
七
五
九
）
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を
引
払
う
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
す
で
に
野
田
家
の
板
鼻
の
出
店
が
地
域
に
根
を
張
り
、
地
元
に
不
可
欠
の
存

在
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

　

翌
六
年
九
月
に
は
、
酒
蔵
諸
道
具
と
も
皆
再
建
さ
れ
た
が
、
板
鼻
出
店
に
対
す
る
見
方
は
依
然
と
し
て
厳
し
い
評
価
で
あ
っ
た

（#
1394

）。

　
　

 

故
郷
よ
り
百
里
隔
、
尻
を
居
へ
候
程
之
残
念
之
適
所
ニ
も
無
之
、
何
国
な
り
と
も
商
ひ
繁
昌
致
し
、
利
得
ニ
成
り
候
ハ
ヽ
所
替
へ
者

勝
手
次
第
可
致
事
ニ
候
、
其
節
ハ
借
地
之
蔵
諸
道
具
ハ
当
分
渡
世
致
居
候
中
ニ
用
物
ト
心
得
不
用
之
節
ハ
、
望
人
ニ
安
々
ニ
売
払
ニ

致
し
可
申
候
、
併
可
成
ニ
其
年
々
勘
定
さ
へ
合
候
ハ
ヽ
壱
年
切
り
之
腰
掛
商
ひ
ト
心
得
、
常
々
要
害
致
シ
支
配
致
し
可
申
事

　

故
郷
の
近
江
か
ら
一
〇
〇
里
を
隔
て
て
い
る
板
鼻
は
、
腰
を
据
え
て
経
営
に
あ
た
る
よ
う
な
有
望
な
所
で
は
な
く
、
他
に
繁
盛
し
て
利

得
に
な
る
よ
う
な
場
所
が
あ
れ
ば
、
い
つ
で
も
所
替
わ
り
し
て
も
構
わ
な
い
。
そ
の
際
は
、
借
用
し
て
い
る
蔵
道
具
類
を
希
望
者
に
安
く

売
り
払
っ
て
も
よ
い
。
年
々
の
勘
定
さ
え
合
え
ば
、
一
年
切
り
の
腰
掛
商
い
と
見
な
し
て
、
そ
の
積
り
で
経
営
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

心
底
に
離
脱
の
機
会
を
窺
い
な
が
ら
の
腰
掛
商
い
の
地
と
思
い
な
が
ら
も
、
営
業
を
続
け
て
い
る
以
上
、
地
域
へ
の
心
遣
い
を
絶
や
す

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
例
え
ば
節
句
や
歳
暮
の
遣
い
物
で
あ
る
。
文
政
年
間
の
こ
と
で
あ
る
が
、
三
月
と
五
月
の
節
句
と
八
朔
に
は
、

酒
一
升
ず
つ
を
本
陣
・
名
主
・
大
家
へ
配
り
、
盆
暮
れ
の
挨
拶
と
し
て
寺
院
八
カ
所
へ
銭
を
配
り
、
問
屋
場
や
橋
掛
の
道
中
関
係
へ
も
酒

一
升
〜
四
升
を
配
っ
て
い
る
。
主
人
店
下
り
の
節
の
土
産
は
、「
惣
役
人
中　

向
三
軒
両
隣
、
当
町
内
世
話
や
き
、
長
伝
寺
」
へ
、
各
銀

壱
匁
余
り
の
品
を
見
計
っ
て
配
っ
て
い
る
。

　

三
代
目
に
は
、
没
年
の
前
年
、
文
政
一
〇
年
一
一
月
晦
日
に
記
さ
れ
た
遺
言
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
筆
写
さ
れ
、「
右

九　
（
七
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八
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ハ
第
三
世
秀
貞
君
之
遺
書
ニ
シ
テ
、
我
々
子
孫
ヲ
訓
戒
セ
ラ
レ
タ
ル
事
、
至
レ
リ
尽
セ
リ
、
依
テ
今
更
メ
テ
吾
家
ノ
家
訓
ト
ス
、
我
カ
一

族
タ
ル
者
、
常
ニ
服
膺
シ
テ
背
カ
サ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
期
ス
ベ
キ
者
也
」、
と
の
但
し
書
を
つ
け
て
、
家
訓
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
家
訓　

家
事
改
革
秘
書
」
で
あ
る
（#

1468

）。

　

内
容
は
、
商
家
の
主
人
の
自
覚
を
う
な
が
し
た
全
文
五
〇
カ
条
か
ら
な
る
長
大
な
教
戒
の
文
章
で
あ
る
。
そ
の
説
く
要
点
は
、
次
の
よ

う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

世
間
の
豪
家
や
富
家
の
盛
衰
は
一
に
主
人
の
行
状
に
懸
か
っ
て
い
る
。
当
主
が
無
益
の
こ
と
に
凝
っ
た
り
執
心
し
た
り
す
る
と
、
そ
れ

が
奢
り
と
な
り
、
家
業
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
、
商
い
の
未
熟
者
と
な
る
。
主
人
の
行
状
が
正
し
く
な
く
、
世
知
と
人
情
に
疎
く
な
る
と
ど

ん
な
豪
家
で
も
衰
退
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
質
素
倹
約
は
大
事
で
あ
る
が
、
悪
事
で
あ
る
吝
嗇
と
混
同
し
な
い
こ
と
。
先
祖
か
ら
家
業

を
受
け
継
い
だ
と
し
て
も
、
当
初
は
借
り
物
と
思
い
、
主
人
役
が
立
派
に
務
ま
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。
奢
り
を

慎
み
、
質
素
倹
約
を
心
が
け
な
が
ら
家
業
に
精
勤
し
て
い
て
も
、
思
い
も
よ
ら
な
い
損
失
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
は
、
い
よ
い

よ
正
路
篤
実
に
業
態
に
励
め
ば
、天
理
に
適
っ
て
損
害
も
癒
え
る
で
あ
ろ
う
。
古
来
か
ら
の
家
法
は
自
然
の
道
理
に
立
っ
た
も
の
な
の
で
、

簡
単
に
性
急
に
改
廃
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
度
の
家
業
永
続
を
図
っ
た
家
事
改
革
も
、
新
例
を
立
て
る
意
味
で
は
な
く
、
こ
こ
数
年
の

誤
り
を
修
正
す
る
た
め
で
あ
る
。

　

こ
の
遺
言
は
、
養
嗣
子
と
し
て
家
業
を
受
け
継
い
だ
三
代
目
の
周
到
で
律
義
な
性
格
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
箇

条
で
あ
る
。「
一　

古
来
仕
来
り
候
家
法
ハ
自
然
之
道
理
尓
相
立
有
之
候
事
尓
て
、
一
応
之
詠
め
尓
ハ
仮
令
非
な
り
と
存
候
共
、
軽
々
敷

新
例
を
立
改
む
べ
か
ら
ず
、
数
試
ミ
之
老
後
之
上
、
得
と
見
定
メ
候
テ
改
正
可
致
事
」

　

養
子
の
立
場
と
し
て
、
簡
単
に
は
古
法
を
変
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
心
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
四
代
目
と
な
る
実
子
の
行
状
に
心

を
痛
め
、
家
業
の
行
く
末
を
懸
念
し
て
い
た
こ
と
は
、
家
訓
の
冒
頭
に
記
さ
れ
た
次
の
表
現
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
条
に
お

一
〇　
（
七
五
七
）
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い
て
、「
家
得マ
マ

手
厚
く
思
ひ
、
当
時
差
支
へ
無
之
故
、
自
身
家
業
を
覚
得
励
み
可
申
儀
尓
及
は
ず
、
何
様
之
立
廻
り
致
し
候
迚
、
今
ハ
誰

尓
制
せ
ら
れ
恐
る
べ
き
人
な
し
と
存
る
の
志
し
、
幽
尓
有
之
侯
気
味
よ
り
油
断
と
相
成
、
我
独
り
の
家
得
と
心
得
候
故
、
至
而
富
家
と
相

見
へ
少
々
私
用
尓
遣
ひ
減
ら
し
候
迚
、
左
の
ミ
障
り
ニ
も
相
成
間
敷
、
手
厚
き
禄
尓
産
れ
合
ひ
た
る
、
所
詮
尓
ハ
少
し
ハ
世
を
楽
ん
で
暮

さ
ん
と
存
る
思
ひ
よ
り
気
緩
ミ
、
古
格
家
法
を
崩
し
、
気
随
之
好
み
、
不
執
斗
ひ
の
品
々
、
世
間
の
詠
め
富
家
の
風
聴マ
マ

と
相
成
候
事
」
と

述
べ
て
い
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、継
承
し
た
家
産
は
豊
か
に
あ
る
も
の
と
思
い
込
み
、

当
面
は
家
業
に
さ
ほ
ど
身
を
入
れ
る
必
要
も
な
く
、
ど
ん
な
振
る
舞
い
を
し
よ
う
と
誰
に
も
制
御
さ
れ
ず
、
恐
れ
る
人
も
い
な
い
と
の
考

え
か
ら
、
油
断
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
受
け
継
い
だ
家
産
を
自
分
一
人
の
も
の
と
勘
違
い
し
て
、
私
用
の
た
め
に
減
ら
し

て
も
そ
れ
ほ
ど
家
業
に
差
し
支
え
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
と
独
り
合
点
す
る
。
そ
し
て
、
せ
っ
か
く
富
家
に
生
ま
れ
合
わ
せ
た
の
だ
か
ら
、

人
生
を
楽
し
ん
で
暮
ら
そ
う
と
の
魂
胆
か
ら
、
気
の
緩
み
と
な
っ
て
古
格
家
法
を
破
り
、
気
儘
で
不
都
合
な
こ
と
に
な
っ
て
い
く
の
が
、

世
間
一
般
の
富
家
の
傾
向
で
あ
る
、
と
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
あ
た
か
も
四
代
目
金
平
の
所
業
を
予
見
し
て
い
た
か
の
よ
う
な
指
摘
で

あ
る
。

　
　
　
　

４　

四
代
目
金
平

　

四
代
目
金
平
は
三
代
目
の
長
子
で
あ
り
、
幼
名
は
専
太
郎
で
あ
る
。
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
八
月
に
一
五
歳
で
初
め
て
板
鼻
の
出
店

へ
下
っ
た
。
父
の
死
に
よ
り
、
二
四
歳
で
家
督
を
継
ぎ
、
四
代
目
金
平
と
な
っ
た
。

　

四
代
目
が
当
主
で
あ
っ
た
時
代
は
、
文
政
一
一
年
四
月
か
ら
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
七
月
ま
で
の
一
八
年
間
で
あ
る
。
こ
の
間
、

天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
に
板
鼻
出
店
で
醤
油
醸
造
を
は
じ
め
た
。
醤
油
株
は
木
島
喜
平
よ
り
借
り
受
け
、
毎
年
金
二
分
二
朱
と
銭

一
一　
（
七
五
六
）
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一
九
一
文
が
株
賃
で
あ
る
。
醤
油
杜
氏
は
、
越
後
高
田
の
金
谷
村
富
吉
な
る
も
の
を
雇
い
入
れ
た
。
し
か
し
、
四
代
目
在
任
中
に
関
す
る

史
料
は
、
諸
種
の
勘
定
帳
を
は
じ
め
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
。

　

明
治
期
の
「
五
世
野
田
六
左
衛
門
略
伝
」（#

1848

）
の
な
か
で
、「
四
世
金
平
多
才
ニ
シ
テ
百
芸
ニ
通
ス
、
手
跡
算
術
ヨ
リ
茶
花
ノ
諸

芸
ニ
至
ル
マ
テ
一
ト
シ
テ
究
メ
サ
ル
ナ
ク
、
ア
ワ
レ
コ
ノ
才
芸
ヲ
シ
テ
家
政
ヲ
理
ム
ル
ノ
料
ニ
供
シ
タ
ラ
ン
ニ
ハ
、
家
道
愈
々
進
歩
ス
ベ

カ
リ
シ
ヲ
、
惜
哉
芸
ハ
身
ヲ
亡
ス
ノ
譬
ヘ
ニ
洩
レ
ス
、
若
年
ニ
シ
テ
父
ヲ
失
ヒ
百
事
我
カ
意
ノ
如
ク
ナ
ル
ニ
任
セ
、
奢
侈
放
逸
日
ニ
月
ニ

増
長
シ
、親
戚
朋
友
之
ヲ
諌
ム
ル
モ
意
ト
セ
ス
、世
ニ
ア
ラ
ユ
ル
栄
花
歓
楽
ヲ
尽
シ
、終
ニ
幾
干
モ
ナ
ク
シ
テ
祖
先
ノ
遺
産
悉
ク
蕩
尽
ス
」、

と
評
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
具
体
的
な
内
容
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

若
年
に
し
て
何
事
も
意
の
ま
ま
に
な
る
当
主
の
座
に
就
き
、
多
芸
で
あ
っ
た
四
代
目
の
生
活
は
、
奢
侈
放
逸
に
流
れ
、
家
産
を
蕩
尽
す

る
日
々
を
送
り
、
ま
た
、
四
代
目
自
身
、
多
病
で
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
親
戚
一
同
は
協
議
し
て
、
弘
化
三
年
七
月
に
四

代
目
を
退
隠
さ
せ
、
事
実
上
の
押
込
め
隠
居
に
処
し
、
養
子
と
し
て
島
村
家
を
継
い
で
い
た
異
母
弟
の
金
治
郎
を
当
主
に
据
え
た
。
五
代

目
金
平
で
あ
る
。
四
代
目
は
、
退
隠
後
島
村
家
を
継
ぎ
、
秋
三
と
名
乗
っ
た
が
、
行
状
は
容
易
に
納
ま
ら
ず
、
五
代
目
を
心
痛
さ
せ
た
。

　
　
　
　

５　

五
代
目
金
平
、
後
に
六
左
衛
門

　

父
を
一
二
歳
で
亡
く
し
、
島
村
家
を
継
い
で
い
た
五
代
目
金
平
は
野
田
家
に
復
籍
し
て
、
四
代
目
に
代
わ
っ
て
、
弘
化
三
年
七
月
に
当

主
の
地
位
に
就
い
た
。
四
代
目
に
よ
る
乱
費
、
負
債
の
累
積
と
い
う
家
政
紊
乱
の
後
を
受
け
た
五
代
目
は
、
家
運
挽
回
に
専
心
し
た
。
そ

の
性
質
は
、
孝
順
で
あ
り
、
退
隠
し
た
長
兄
に
も
よ
く
仕
え
な
が
ら
、「
業
は
勉
る
に
進
み
、
怠
る
に
退
く
」
を
座
右
の
銘
に
し
て
酒
造

業
に
励
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
銘
酒
を
造
出
し
て
信
用
を
増
し
、
家
名
回
復
の
素
志
を
達
成
し
た
。
明
治
に
な
っ
て
、
二
つ
の
名
前
を
持
つ

一
二　
（
七
五
五
）
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江
商
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野
田
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左
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門
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積
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程
（
末
永
國
紀
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こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
の
で
、
出
店
名
の
六
左
衛
門
を
名
乗
っ
た
。
字
は
正
之
で
あ
る
。
没
年
は
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
五
月
一
二
日
、

享
年
六
三
。
法
号
「
秀
広
」。
妻
の
法
号
「
妙
広
」
の
没
年
は
明
治
三
八
年
一
月
一
八
日
。

　

五
代
目
は
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
正
月
一
五
日
の
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、
家
業
を
継
い
だ
時
、
三
〇
歳
で
あ
っ
た
。
五
代
目
は
、

直
ち
に
家
政
改
革
に
取
り
か
か
っ
た
。
世
話
人
に
高
井
作
右
衛
門
・
飯
島
利
兵
衛
・
山
中
太
兵
衛
を
頼
み
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
十

月
に
国
元
仕
法
改
革
の
た
め
、
店
卸
と
国
元
入
費
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
法
外
の
経
費
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
、
土
蔵
、

屋
敷
を
売
り
払
い
、
厳
し
く
逼
塞
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
家
を
継
い
だ
直
後
の
弘
化
四
年
、
近
江
の
石
寺
の
代
官
所
か
ら
上
州
の
出

店
に
つ
い
て
の
尋
問
を
受
け
た
。
そ
の
回
答
に
よ
っ
て
、
当
時
の
出
店
の
業
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
御
届
申
候
口
上
之
覚
（#

1342

）

　
　

一　

御
代
官
林
郡
善
太
左
衛
門
様
御
支
配
所

　
　
　
　
　

上
州
碓
氷
郡
板
鼻
宿
年
寄
利
左
衛
門
借
家

　
　
　
　
　
　

出
店
壱
所　
　
　
　
　
　

屋
号　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
屋
六
左
衛
門

　
　
　
　
　

是
は
酒
造
高
五
百
石
、
附
商
売
醤
油
弐
百
石
仕
候

　
　
　
　
　

宝
暦
三
酉
年

渡
世
仕
来
リ
九
十
五
年
ニ
相
成
申
候

　
　
　
　
　

尤
醤
油
は
天
保
十
四
壬
卯
年
相
初
五
年
ニ
相
成
申
候

　
　
　
　
　

同
所

江
戸
表
江
道
法
弐
十
八
里
、
当
所

中
山
道
通

　
　
　
　
　

道
法
凡
九
拾
九
里
御
座
候

一
三　
（
七
五
四
）
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且
番
頭
手
代
共
ニ
拾
人
召
抱
置
申
候
、
尤
酒
造
仕
入
之

　
　
　
　
　

節
は
雇
ひ
人
仕
候

　
　

一　

松
平
右
京
亮
様
御
領
分

　
　
　
　
　

同
州
郡マ
マ

馬
郡
高
崎
宿

　
　
　
　
　
　
　

出
店
壱
所　
　
　
　
　

百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

屋
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
屋
杢
左
衛
門

　
　
　
　
　

是
は
酒
造
高
四
百
石
仕
候
、
文
化
二
丑
年

渡
世
仕
来
リ

　
　
　
　
　

四
十
三
年
ニ
相
成
申
候

　
　
　
　
　

同
所

江
戸
表
江
道
法
弐
十
六
里
、
当
所

中
山
道
通
凡
百
弐
里
御
座
候

　
　
　
　
　

且
番
頭
手
代
共
ニ
六
人
付
置
申
候
、
尤
造
酒
仕
入
之
節
ハ

　
　
　
　
　

雇
ひ
人
仕
候

　
　
　
　
　

右
之
通
私
迄
五
代
已
前
よ
り
出
店
渡
世
仕
来
リ
候
間
、
此
段

　
　
　
　
　

御
尋
ニ
付
御
届
申
上
候　

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蒲
生
郡
野
田
村

　
　
　

弘
化
四
未
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓　

金
平

　
　
　
　
　

村
方

一
四　
（
七
五
三
）



近
江
商
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六
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衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
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（
末
永
國
紀
）

　
　
　
　
　
　

御
役
人
中

　
　
　
　
　
　
　

右
金
平
儀
、
出
店
之
儀
奉
申
上
候
通
相
違
無
御
座
候

　
　
　
　
　
　
　

間
、
奥
書
印
形
仕
奉
差
上
候　

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
沢
伊
助

　
　
　

石
寺

　
　
　
　

御
代
官
所

　

右
の
上
申
書
に
よ
れ
ば
、
野
田
金
平
の
上
州
の
出
店
は
二
カ
所
に
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
代
官
林
郡
善
太
左
衛
門
の
支
配
す
る
上
州
碓
氷

郡
板
鼻
宿
に
あ
り
、
年
寄
高
野
利
左
衛
門
か
ら
の
借
家
で
醸
造
業
を
営
む
出
店
で
あ
る
。
屋
号
は
十
一
屋
六
左
衛
門
。
醸
造
業
の
う
ち
、

酒
造
高
は
五
〇
〇
石
、
醤
油
醸
造
高
は
二
〇
〇
石
で
あ
る
。
酒
造
業
は
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
の
開
業
か
ら
九
五
年
に
な
る
が
、
醤
油

業
は
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
か
ら
の
開
始
で
あ
り
、
五
年
に
な
る
。
板
鼻
宿
か
ら
江
戸
ま
で
の
道
程
は
二
八
里
、
郷
里
の
蒲
生
郡
野

田
村
か
ら
板
鼻
宿
ま
で
は
中
山
道
を
通
っ
て
九
九
里
で
あ
る
。
奉
公
人
は
、
番
頭
・
手
代
を
含
め
て
一
〇
人
で
あ
り
、
他
に
酒
造
仕
込
み

の
時
に
は
臨
時
雇
い
を
雇
用
し
て
い
る
。

一
五　
（
七
五
二
）
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も
う
一
つ
の
出
店
は
、
松
平
右
京
亮
の
領
分
で
あ
る
群
馬
郡
高
崎
宿
に
あ
り
、
屋
号
は
十
一
屋
杢
左
衛
門
で
あ
る
。
酒
造
業
を
営
み
、

酒
造
石
高
は
四
〇
〇
石
で
あ
り
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
営
業
を
は
じ
め
て
以
来
四
三
年
に
な
る
。
高
崎
宿
か
ら
江
戸
ま
で
は
二
六

里
の
道
程
で
あ
り
、
近
江
の
当
所
か
ら
高
崎
宿
ま
で
は
中
山
道
経
由
で
一
〇
二
里
で
あ
る
。
番
頭
・
手
代
を
は
じ
め
六
人
の
奉
公
人
を
配

置
し
、
他
に
酒
造
仕
込
み
の
時
は
臨
時
の
雇
い
人
が
い
る
。

　

五
代
目
の
在
任
中
、
当
初
は
家
産
の
整
理
に
追
わ
れ
、
後
に
見
る
よ
う
に
純
資
産
も
マ
イ
ナ
ス
勘
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
嘉
永
五
年

（
一
八
五
二
）
に
黒
字
に
転
じ
た
純
資
産
は
、
幕
末
維
新
の
動
乱
期
に
お
い
て
も
着
実
に
伸
び
、
安
政
年
間
に
三
〇
〇
〇
両
台
に
な
る
。
元

治
〜
慶
応
年
間
に
は
一
万
両
台
に
上
り
、
明
治
初
年
代
に
は
二
万
両
を
超
え
る
よ
う
に
な
る
。

　

ま
ず
立
て
直
さ
れ
た
の
は
酒
造
業
で
あ
り
、
従
来
の
杜
氏
を
変
え
た
こ
と
に
よ
る
効
果
で
あ
る
。
嘉
永
六
年
春
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
越

後
杜
氏
同
士
の
交
代
に
よ
る
酒
造
高
の
変
化
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（#

1394

）。

　
　

一 

酒
造
水
之
儀
、
已
前
ハ
七
ツ
、
八
ツ
、
十
迄
ニ
候
所
、
去
ル
申
年
よ
り
一
昨
亥
年
迄
、
越
後
杜
氏
甚
五
郎
之
代
、
十
一
よ
り
十
二

限
ニ
御
座
候
、
垂
水
白
米
百
石
ニ
付
清
酒
百
廿
五
石
、
但
シ
六
尺
桶
、
壱
本
廿
五
石
也
、
昨
子
冬
よ
り
越
後
中
浜
竹
造
頭
司
ニ
相

成
候
、
十
四
よ
り
十
五
余
ニ
相
成
候
、
垂
水
白
米
百
石
ニ
付
清
酒
百
四
拾
六
石
ニ
桶
入
り
同
断
、
右
之
通
格
外
之
相
違
御
座
候
、

尤
も
此
年
酒
火
少
し
不
出
来
ニ
相
覚
候
へ
ど
も
、
酒
ハ
格
外
悪
キ
品
ニ
無
之
、
誠
ニ
渡
世
恐
る
べ
き
事
、
諸
事
其
時
之
流
行
ニ
お

く
れ
不
申
様
、
工
風
専
一
ニ
被
存
候

　

す
な
わ
ち
、
以
前
は
原
料
米
一
〇
〇
石
に
つ
き
清
酒
出
石
は
七
〇
石
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
一
昨
年
ま
で
越
後
杜
氏
甚
五
郎
の
時
は

一
一
〇
石
か
ら
一
二
〇
石
に
増
え
、
昨
年
冬
の
越
後
の
中
浜
竹
造
杜
氏
に
な
る
と
一
五
〇
石
を
造
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
後
と
も
流

一
六　
（
七
五
一
）



近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
程
（
末
永
國
紀
）

行
に
遅
れ
な
い
よ
う
に
出
精
工
夫
が
大
事
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
事
実
、
嘉
永
五
年
一
〇
月
か
ら
同
六
年
九
月
ま
で
の
一
ヵ
年
の
酒
出

石
高
は
、
一
一
九
〇
石
余
で
あ
り
、
一
両
に
四
斗
八
升
替
、
醤
油
出
樽
高
は
一
万
六
〇
〇
樽
余
、
一
両
に
一
一
樽
替
え
で
あ
っ
た
と
記
し

て
い
る
（#

1394

）。

　

こ
の
よ
う
に
幕
末
に
向
か
っ
て
板
鼻
出
店
は
順
調
に
業
績
を
伸
ば
し
た
も
の
の
、
そ
れ
で
も
幕
末
の
騒
乱
は
、
板
鼻
宿
に
も
押
し
寄
せ

て
き
た
。
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
二
月
二
九
日
、
吉
井
藩
・
安
中
藩
・
幕
領
の
百
姓
一
揆
に
よ
る
打
ち
こ
わ
し
は
、
板
鼻
宿
を
襲
撃
し
た
。

し
か
し
、野
田
家
の
板
鼻
宿
出
店
は
襲
撃
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
様
子
を
「
萬
歳
記
」（#

1394

）
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　

 

既
ニ
店
ヲ
も
打
毀
サ
ン
ト
、
両
三
人
申
候
へ
ど
も
、
店
ハ
元
よ
り
宿
方
へ
対
し
、
相
当
助
成
等
も
致
し
置
、
且
平
日
正
路
之
付
合
致

し
居
候
故
哉
、
壱
人
も
手
を
翔
け
候
者
無
之
、
無
難
ニ
打
過
候
、
但
し
焚
出
し
之
文
字
ヲ
大
書
ニ
認
メ
、
門
口
へ
張
出
し
候

　

一
揆
勢
は
今
に
も
出
店
を
打
ち
壊
そ
う
と
し
た
が
、
日
頃
か
ら
板
鼻
宿
へ
は
相
当
の
助
成
も
し
、
ま
っ
と
う
な
付
き
合
い
を
し
て
き
た

た
め
か
、
一
人
も
出
店
に
手
を
掛
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
な
く
、
門
口
へ
「
炊
き
出
し
」
の
文
字
を
大
書
し
て
、
一
揆
勢
を
無
事
に
や
り

過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
、
と
経
過
を
述
べ
て
い
る
。
騒
乱
の
な
か
に
あ
っ
て
、
出
店
を
開
い
た
地
域
へ
配
慮
し
た
経
営
を
地
元
民
が
評
価

し
た
結
果
で
あ
る
。

　

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
一
二
月
、
板
鼻
店
の
地
所
（
西
屋
敷
）
を
地
主
高
野
弥
平
か
ら
二
五
〇
両
で
買
い
と
り
、
自
前
の
店
舗
と
し
た
。

同
一
三
年
に
交
付
さ
れ
た
地
券
に
よ
れ
ば
、
上
野
国
碓
氷
郡
板
鼻
宿
二
一
三
三
番
地
字
本
町
、
宅
地
八
畝
一
二
歩
、
地
価
金
九
二
円
四
〇

銭
と
記
さ
れ
て
い
る
（#

1394

）。
明
治
九
年
四
月
、
板
鼻
店
に
質
屋
部
門
を
設
け
、
担
当
者
と
し
て
田
村
幸
助
を
採
用
し
た
。
さ
ら
に
同

年
、
倉
賀
野
店
の
酒
造
業
を
廃
止
し
、
醤
油
味
噌
の
醸
造
に
転
業
し
た
。

一
七　
（
七
五
〇
）
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五
代
目
は
、
明
治
一
二
年
五
月
一
五
日
に
没
し
た
。
先
代
の
家
政
紊
乱
の
後
を
引
き
受
け
て
経
営
を
再
建
し
た
五
代
目
は
、
他
方
に
お

い
て
風
雅
の
人
で
も
あ
っ
た
。「
桐
逸
」と
い
う
雅
号
を
持
ち
、詩
歌
俳
諧
を
詠
み
、墨
絵
に
趣
味
が
あ
っ
た
。
作
風
は
、時
に
時
勢
を
諷
し
、

店
員
を
労
わ
り
、
軽
妙
洒
脱
で
あ
る
。

　
　

世
の
秋
や
に
し
き
着
る
山
裸
山

　
　

う
た
た
寝
の
丁
稚
い
た
は
る
霜
夜
哉

　
　

元
日
や
面
白
い
程
売
れ
る
酒

　
　

笑
ひ
顔
取
分
け
や
さ
し
角
力
取

　

ま
た
、
自
身
の
近
江
商
人
と
し
て
の
境
涯
を
託
し
た
、
次
の
よ
う
な
狂
詩
も
あ
る
。

　
　

百
里
往
来
十
幾
年　

或
苦
寒
気
或
炎
天　

雖
有
美
人
不
触
目　

是
不
無
情
思
金
銭

　
　

多
年
売
酒
碓
氷
郷　

精
製
評
判
宜
四
方　

不
妄
混
水
貪
暴
利　

莫
謂
我
近
江
泥
坊

　
　

　

故
郷
と
出
店
間
の
百
里
を
寒
暑
に
苦
し
み
な
が
ら
十
数
年
に
わ
た
っ
て
往
復
し
て
き
た
。
そ
の
間
、
美
人
に
も
目
を
く
れ
な
い
の
は
情

が
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
金
銭
を
大
切
に
思
う
か
ら
で
あ
る
。
多
年
に
わ
た
っ
て
碓
氷
郷
で
造
酒
に
従
い
、
酒
を
売
っ
て
き
た
が
、
幸
い

に
し
て
世
間
の
評
判
が
よ
い
の
は
、
混
ぜ
水
も
せ
ず
暴
利
も
貪
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
か
自
分
を
近
江
泥
坊
な
ど
と
よ
ば
な
い

で
く
れ
、
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。

一
八　
（
七
四
九
）



近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
程
（
末
永
國
紀
）

　

五
代
目
は
、
没
す
る
一
年
前
の
明
治
一
一
年
五
月
一
五
日
に
、
京
都
の
旅
館
で
病
を
得
た
時
、
遺
言
を
書
い
て
い
る
（#

1435

）。

　
　
　
　
　
　

記

　
　

一
新
家
基
金
之
儀
、
従
前
惣
金
高
内
、
弐
割
ニ
候
処
、
今
般
相
改
弐
割
五
分
遣
し
申
候
事

　
　
　
　

但　

金
高
ニ
年
五
分
之
利
足
を
以
両
家
暮
シ
方
厳
重
に
勘
定
相
立
可
申
候
事

　
　

一
新
家
、
田
畑
分
ケ
遣
シ
候
儀
、
先
達
書
抜
置
候
、
凡
ソ
壱
町
余
ト
存
候
、
右
速
ニ
分
ケ
遣
シ
可
申
候
事

　
　
　
　

但
、
井
親
相
勤
候
儀
者
、
手
作
不
致
候
得
ハ
、
決
而
其
儀
ニ
不
及
候
、
伊
助
殿
ヨ
リ
慥
ニ
承
り
申
候
事

　
　

一
島
村
秋
三
郎
、
金
弐
百
円
、
六
左
衛
門
遺
物
ト
シ
テ
改
メ
相
続
金
ニ
遣
し
候
事

　
　
　
　

但
、
年
五
朱
之
利
足
遣
シ
候
事

　
　

一
増
田
お
多
き
へ
六
左
衛
門
遺
物
金
ト
シ
テ
金
五
十
円
遣
候
事

　
　
　
　

但
、
年
五
朱
利
足
シ
度
可
申

　
　

一
本
誓
寺
御
老
院
様
へ
金
三
拾
円
也
遺
物
進
上
之
事

　
　

一
野
田
又
兵
衛
へ
金
三
拾
円
也
本
家
普
請
之
節
手
伝
遣
シ
候
事

　
　
　
　

取
替
金
無
利
足
ニ
付
此
分
同
様
無
利
足
之
事

　
　

一
戸
主
六
左
衛
門
万
一
相
果
候
後
者
、
戸
籍
表
野
田
之
抜
ト
相
改
メ

　
　

一
新
家
手
狭
ニ
付
、
古
物
ニ
而
座
敷
普
請
致
シ
遣
し
可
申
事

　
　

右
為
後
日
相
認
置
候
事　
　
　
　
　
　
　
　

在
西
京

　
　

明
治
十
一
年
寅
五
月
十
五
日　
　
　
　
　
　

桝
寅
旅
宿

一
九　
（
七
四
八
）
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野
田
六
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

病
中
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
田
家
内
中
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
之
外
小
事
ニ
至
而
ハ
病
中
難
及
見
披
、
仙
（
マ
マ
）
次
郎
取
斗
可
被
申
候
事

　

新
家
へ
の
総
純
益
金
の
分
割
割
合
を
従
来
の
二
割
か
ら
二
割
五
分
に
引
き
上
げ
る
こ
と
、
そ
れ
に
は
五
％
の
利
子
を
付
け
て
、
本
宅
と

新
家
と
も
に
そ
の
利
子
で
暮
ら
し
を
立
て
る
こ
と
、
そ
の
他
、
関
係
者
へ
の
配
分
金
を
挙
げ
て
息
子
の
仙
（
専
）
次
郎
へ
後
事
を
託
し
て

い
る
。
細
や
か
な
配
慮
の
行
き
届
い
た
内
容
で
あ
る
。

　
　
　
　

６　

六
代
目
六
左
衛
門
と
初
代
野
田
東
三
郎

　

五
代
目
六
左
衛
門
の
遺
児
に
は
、
一
男
一
女
が
あ
っ
た
。
六
代
目
六
左
衛
門
は　

五
代
目
六
左
衛
門
の
長
子
に
し
て
、
幼
名
専
次
郎
、

後
に
正
就
、
恒
堂
と
号
し
た
。
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
六
月
の
生
。
一
九
歳
に
し
て
父
を
亡
く
し
て
、
家
業
を
継
ぐ
。
郷
里
日
野
の
町

会
議
員
と
な
っ
て
町
政
に
も
参
加
し
、
育
英
事
業
に
も
資
産
を
投
じ
、
小
林
貞
斎
、
鈴
木
松
年
、
横
山
大
観
な
ど
の
文
人
墨
客
等
と
も
親

交
を
結
ん
だ
。
没
年
は
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）
九
月
二
九
日
、
享
年
四
三
。
法
号
「
了
願
」。
先
妻
「
み
ち
」
の
没
年
は
、
明
治
一
九

年
一
一
月
一
一
日
。
後
妻
「
サ
ク
」
の
没
年
は
、
明
治
三
五
年
九
月
二
四
日
。
享
年
四
三
。

　

五
代
目
の
長
女
は
、
山
中
太
兵
衛
家
か
ら
養
子
東
三
郎
を
得
て
、
明
治
八
年
に
初
代
野
田
東
三
郎
と
し
て
分
家
し
た
。
明
治
九
年
か
ら

店
卸
勘
定
後
の
純
資
産
を
、
本
家
基
金
八
割
、
新
家
（
分
家
）
基
金
二
割
に
分
割
し
て
算
出
す
る
よ
う
に
な
り
、
明
治
一
二
年
か
ら
は
先

二
〇　
（
七
四
七
）



近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
程
（
末
永
國
紀
）

代
の
意
向
に
基
づ
い
て
比
率
を
変
え
、
本
家
七
割
五
分
、
新
家
二
割
五
分
に
改
め
た
。

　

六
代
目
六
左
衛
門
の
時
代
に
な
る
と
、
家
業
の
拡
張
を
は
か
り
、
出
店
を
増
設
改
廃
し
た
（#

1394

）。
明
治
一
六
年
一
一
月
二
四
日
、

高
井
作
右
衛
門
の
仲
介
で
、
同
郷
の
蒲
生
郡
北
脇
村
の
川
端
庄
七
の
出
店
を
買
取
り
、
伊
勢
の
神か
ん
べ戸
に
清
酒
醸
造
場
を
開
い
た
。
後
の
神

戸
南
店
で
あ
る
。
ま
た
、明
治
一
七
年
九
月
、西
宮
の
野
田
新
右
衛
門
の
斡
旋
で
、西
宮
の
和
泉
万
助
か
ら
蔵
を
借
料
二
〇
〇
円
で
借
受
け
、

西
宮
で
酒
造
業
を
開
始
し
、
支
配
人
に
竹
村
要
市
郎
を
配
し
た
。
し
か
し
、
和
泉
万
助
の
借
料
が
高
騰
し
た
た
め
、
西
宮
店
に
代
わ
っ
て
、

明
治
二
一
年
七
月
、
兵
庫
県
武
庫
郡
今
津
村
の
清
水
福
松
の
持
蔵
を
、
宅
地
は
じ
め
酒
造
建
物
諸
器
械
桶
類
悉
皆
、
お
よ
そ
三
〇
〇
〇
円

で
買
い
取
り
、
出
店
と
し
た
。
ま
さ
に
清
酒
醸
造
の
本
場
に
関
東
か
ら
逆
上
陸
し
た
の
で
あ
り
、
六
代
目
の
経
営
へ
の
積
極
的
な
意
欲
を

見
て
取
れ
る
。

　

明
治
一
八
年
一
一
月
七
日
に
、
初
代
東
三
郎
が
板
鼻
出
店
で
没
し
た
。
享
年
三
九
歳
。
法
名
「
秀
英
」。
東
三
郎
は
、
明
治
一
二
年
の

五
代
目
六
左
衛
門
没
後
、
当
主
六
左
衛
門
は
な
お
若
年
で
あ
っ
た
の
で
、
六
代
目
を
補
佐
し
て
、
松
方
デ
フ
レ
期
の
営
業
に
苦
心
を
重
ね

た
。
初
代
東
三
郎
を
亡
く
し
た
二
六
歳
の
六
代
目
は
、
直
後
の
一
二
月
に
そ
の
死
を
悼
ん
で
次
の
よ
う
な
真
率
な
感
懐
を
述
べ
て
い
る

（#
1934

）。

　
　

 

東
三
郎
義
ハ
、
去
十
二
年
亡
父
没
後
之
遺
業
ヲ
継
キ
、
当
時
当
主
六
左
衛
門
尚
幼
年
ニ
ア
ル
ヲ
以
、
日
夜
商
業
之
事
ニ
而
已
苦
慮
シ
、

汲
々
曽
テ
一
日
モ
安
逸
ニ
暮
ス
コ
ト
ナ
ク
、
以
テ
今
日
迄
家
声
ヲ
保
持
シ
、
亡
父
ノ
遺
業
ヲ
シ
テ
益
々
盛
大
ナ
ラ
シ
メ
タ
ル
其
功
績

著
名
ナ
リ
ト
ス
、
去
ル
十
六
年
中
勢
州
ニ
支
店
ヲ
開
キ
、
続
イ
テ
十
七
年
播マ
マ

州
西
ノ
宮
ニ
酒
造
場
ヲ
設
ケ
タ
リ
ト
雖
ド
モ
、
両
店
開

業
日
尚
ホ
浅
ク
、
未
タ
結
果
如
何
ヲ
見
ル
コ
ト
能
ワ
サ
ル
ニ
際
シ
、
溘
然
遠
行
セ
ラ
レ
シ
ハ
、
実
ニ
遺
憾
之
至
ニ
不
堪
候
、
今
や
不

景
気
日
一
日
ヨ
リ
甚
し
く
商
事
衰
退
シ
テ
、
之
レ
ヲ
回
復
ス
ル
ノ
道
ナ
ク
、
之
レ
ヲ
シ
テ
、
益
々
拡
張
ヲ
謀
ラ
ン
カ
、
商
業
ノ
不
振

二
一　
（
七
四
六
）
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二
巻  
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四
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時
節
之
レ
ヲ
許
サ
ス
、
又
之
ヲ
退
縮
セ
ン
カ
、
新
店
ハ
開
店
日
浅
ク
、
未
タ
結
果
如
何
ヲ
見
ス
シ
テ
、
之
ヲ
引
払
フ
ニ
忍
ヒ
ス
、
旧

店
ハ
事
情
百
出
、
以
テ
俄
ニ
之
ヲ
廃
ス
ル
ニ
忍
ヒ
ス
、
不
肖
六
左
衛
門
等
進
退
維
ニ
谷
リ
、
其
為
ス
所
ヲ
知
ラ
サ
ル
ナ
リ

　
　

東
三
郎
、
三
男
ア
リ
、
長
男
卯
之
吉
年
十
九
才
、
二
男
恒
三
年
十
六
、三
男
義
三
郎
九
才
ナ
リ

　
　
　
　

明
治
十
八
年
十
二
月
記
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
六
世　

不
肖　

六
左
衛
門　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
十
六
才

　

こ
の
悼
辞
に
よ
っ
て
、
東
三
郎
は
明
治
一
六
年
の
伊
勢
神
戸
店
と
一
七
年
の
西
宮
店
の
新
規
開
店
を
主
導
し
た
こ
と
が
分
る
。
ま
た
、

松
方
デ
フ
レ
政
策
に
よ
る
商
業
不
振
期
の
た
め
新
店
の
拡
張
は
望
め
ず
、
従
来
の
出
店
の
改
廃
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
況
下
で
、
頼
り
に
し

て
き
た
東
三
郎
が
、
長
男
卯
之
吉
、
二
男
恒
三
、三
男
義
三
郎
を
残
し
て
突
然
死
去
し
た
こ
と
に
、
当
主
の
六
左
衛
門
以
下
の
失
望
落
胆

振
り
が
よ
く
表
出
し
て
い
る
。
初
代
東
三
郎
が
没
し
た
当
時
の
陣
容
は
、
六
代
目
六
左
衛
門
二
六
歳
、
板
鼻
本
店
支
配
役
松
崎
藤
吉
、
次

役
中
野
松
吉
、
高
崎
支
店
支
配
山
田
亨
太
、
倉
賀
野
支
店
支
配
青
木
音
吉
、
勢
州
神
戸
支
配
島
村
秋
三
郎
、
摂
州
西
宮
支
配
竹
村
平
左
衛

門
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
六
代
目
は
、
在
来
の
出
店
に
つ
い
て
も
果
敢
に
改
廃
を
加
え
た
。
明
治
一
四
年
一
二
月
、
年
来
の
不
勘
定
の
高
崎
店
に

対
し
て
、
支
配
人
山
田
亮
太
へ
同
店
を
貸
し
渡
し
、
損
益
を
三
カ
年
で
主
従
折
半
す
る
改
革
を
加
え
た
。
そ
れ
で
も
高
崎
店
は
損
亡
が
続

い
た
た
め
、
同
一
六
年
一
二
月
か
ら
醤
油
醸
造
業
へ
転
業
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
一
九
年
五
月
、
高
崎

店
を
損
亡
過
多
の
た
め
廃

店
に
し
、
得
意
先
は
板
鼻
宿
出
店
と
倉
賀
野
出
店
で
引
取
り
、
翌
年
六
月
に
高
崎
出
店
地
所
五
七
七
坪
を
一
カ
年
地
代
一
五
円
で
清
水
新

次
郎
へ
貸
与
し
た
。

二
二　
（
七
四
五
）



近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
程
（
末
永
國
紀
）

　

明
治
一
八
年
八
月
、
上
州
倉
賀
野
出
店
の
地
所
を
地
主
須
賀
善
右
衛
門
よ
り
一
〇
カ
年
限
り
の
元
本
返
し
で
四
八
〇
円
に
買
い
取
っ

た
。
明
治
二
六
年
一
月　

倉
賀
野
店

店
に
醤
油
蔵
を
新
築
し
、
同
年
二
月
に
は
、
板
鼻
宿
出
店
西
屋
敷
三
反
三
畝
一
三
歩
を
代
金

六
五
〇
円
で
買
い
入
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
明
治
二
五
年
一
一
月
二
三
日
に
大
阪
支
店
を
開
設
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
次
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　

 

今
津
酒
造
店
之
儀
、
是
迄
東
京
積
ヲ
目
的
之
處
、
近
来
東
京
表
不
引
合
年
々
損
毛
ノ
ミ
打
続
困
難
之
至
ニ
付
、
手
近
之
場
所
ニ
テ
小

売
店
開
設
ノ
企
望
、
前
年
ヨ
リ
計
画
之
處
、
漸
ク
其
時
機
ニ
立
至
り
、
大
阪
市
四
ツ
橋
東
南
詰
角
店
ヲ
借
受
、
明
治
廿
五
年
十
一
月

廿
三
日
開
店
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、
此
時
今
津
酒
造
場
ハ
、
東
三
郎
之
ヲ
担
当
シ
、
大
阪
支
店
ハ
竹
村
平
右
衛
門
ヲ
主
任
ト
シ
、
外
ニ
西

ノ
宮
ノ
住
人
荒
木
葛
蔵
ナ
ル
者
ヲ
雇
入
、
外
ニ
若
者
弐
名
子
供
壱
名
ナ
リ
（#

1394

）

　

す
な
わ
ち
、
今
津
酒
造
店
の
製
品
は
東
京
市
場
向
け
で
あ
っ
た
が
、
最
近
は
引
き
合
わ
ず
損
失
が
続
く
の
で
、
も
っ
と
手
近
の
場
所
で

小
売
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
大
阪
市
四
ツ
橋
東
南
詰
め
の
角
地
を
借
り
受
け
て
販
売
店
を
開
業
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

の
時
の
陣
容
は
、
今
津
店
は
二
代
目
野
田
東
三
郎
が
担
当
し
、
大
阪
支
店
は
竹
村
平
右
衛
門
を
主
任
に
し
て
、
他
に
四
人
を
雇
い
入
れ
た

と
い
う
。

　

大
阪
店
は
、
明
治
二
六
年
一
一
月
二
五
日
、
西
区
西
長
堀
南
通
二
丁
目
三
〇
番
地
の
宅
地
四
〇
余
坪
を
代
金
一
二
五
〇
円
で
買
入
れ
て

移
転
し
た
。

　

明
治
二
三
年
の
第
三
回
内
国
勧
業
博
覧
会
へ
板
鼻
出
店
の
清
酒
と
醤
油
を
出
品
し
褒
章
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
時
に
出
品
し
た
清
酒
名

が
「
群
鶴
」
で
あ
る
。
同
年
一
二
月
の
板
鼻
出
店
の
４
種
の
銘
柄
の
一
升
当
り
の
小
売
値
段
リ
ス
ト
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

二
三　
（
七
四
四
）



第
六
十
二
巻  

第
四
号

　
　

一
玉
川
印　

定
価
一
升
ニ
付　

拾
八
銭　

特
別
割
引
十
四
銭

　
　

一
花
盛
印　

〃　
　
　
　
　

十
九
銭　

〃

十
五
銭

　
　

一
千
代
印　

〃　
　
　
　
　

廿
一
銭　

〃

十
七
銭

　
　

一
群
鶴
印　

〃　
　
　
　
　

廿
三
銭　

〃

十
九
銭

　
　

　

明
治
三
〇
年
九
月
一
日
、
伊
勢
の
神
戸
萱
町
に
あ
る
鈴
木
権
六
所
有
の
酒
造
蔵
を
借
入
れ
て
勢
州
神
戸
北
店
を
開
店
し
、
主
任
野
田
恒

蔵
と
し
た
。
明
治
三
四
年
に
は
、
こ
の
神
戸
北
店
地
所
家
屋
を
悉
皆
金
五
八
〇
〇
円
で
買
い
受
け
て
い
る
。
同
年
に
は
、
倉
賀
野
支
店
も

新
築
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
六
代
目
六
左
衛
門
は
、
明
治
三
三
年
八
月
三
日
に
一
七
歳
の
長
男
仙
太
郎
が
、
勢
州
二
見
が
浦
に
て
水
死
す

る
と
い
う
悲
運
に
遭
っ
た
。
後
に
六
左
衛
門
夫
妻
は
コ
レ
ラ
に
罹
患
し
た
。
妻
「
サ
ク
子
」
は
同
三
五
年
九
月
二
四
日
に
、
当
主
六
左
衛

門
は
明
治
三
五
年
九
月
二
九
日
に
相
次
い
で
死
去
し
た
。

　
　
　
　

７　

七
代
目
六
左
衛
門　

　

明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）
生
ま
れ
の
七
代
目
は
、
当
主
を
継
い
だ
時
は
九
歳
で
あ
っ
た
の
で
、
初
代
野
田
東
三
郎
の
長
男
で
あ
る
二

代
目
東
三
郎
が
補
佐
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
明
治
三
六
年
の
大
阪
第
五
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
お
い
て
、
出
品
し
た
醸
造
品
が
褒
賞
を

受
け
た
。
受
賞
し
た
の
は
、
板
鼻
本
店
の
清
酒
「
群
鶴
」・
醤
油
「
宝
暦
」、
今
津
店
「
扇
正
宗
」・「
万
物
一
」、
神
戸
北
店
「
さ
ざ
れ
石
」

で
あ
っ
た
が
、
神
戸
南
店
の
「
嬉
」
は
選
外
と
な
っ
た
。
明
治
三
六
年
一
二
月
に
は
、
大
阪
支
店
を
不
引
合
の
た
め
廃
店
に
し
て
、
主
任

竹
村
平
左
衛
門
に
慰
労
金
五
〇
〇
円
、
年
金
五
〇
円
を
与
え
て
い
る
。
折
か
ら
の
日
露
戦
争
に
は
六
人
の
店
員
が
従
軍
し
、
一
人
が
戦
死

二
四　
（
七
四
三
）



近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
程
（
末
永
國
紀
）

し
て
い
る
。

　

明
治
四
三
年
の
碓
氷
郡
酒
造
業
者
一
七
人
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
酒
造
高
総
計
四
四
八
一
石
の
う
ち
、
野
田
六
左
衛
門
の
生
産
高
は

一
〇
九
七
石
を
占
め
、
首
位
で
あ
る（
３
）。

　

大
正
七
年
（
一
九
一
八
）、
二
代
目
東
三
郎
は
日
野
町
長
を
満
期
退
職
し
、
大
正
八
年
五
月
県
会
議
員
に
当
選
し
て
い
る
。
同
年
一
一
月
、

当
主
七
代
目
六
左
衛
門
の
妻
と
し
て
、
神
崎
郡
南
五
個
荘
村
の
塚
本
金
兵
衛
の
妹
「
な
つ
」
を
迎
え
た
。
大
正
一
一
年
一
一
月
一
一
日
、

板
鼻
本
店
を
移
転
し
、
西
隣
の
坪
数
四
六
三
坪
を
七
〇
〇
〇
円
で
買
得
し
て
、
修
理
に
一
万
円
を
投
入
し
、
同
月
に
東
京
出
張
所
を
日
本

橋
区
木
材
木
町
一
六
番
地
に
開
設
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　

二　

蓄
積
過
程

　
　
　
　

１　

宝
暦
三
年
八
月
〜
寛
政
九
年
八
月

　

野
田
六
左
衛
門
家
の
純
資
産
の
蓄
積
過
程
は
、
店
卸
帳
の
残
存
状
態
か
ら
、
三
期
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
期
は
創
業
年
の
宝
暦
三
年

（
一
七
五
三
）
か
ら
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
の
間
の
板
鼻
出
店
の
純
資
産
で
あ
る
。
そ
の
間
に
欠
年
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
傾
向
を
追
う

こ
と
は
で
き
る
。
こ
れ
は
初
代
と
二
代
目
の
時
代
で
あ
る
。

　

寛
政
一
〇
年
か
ら
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
に
い
た
る
五
〇
年
間
は
、
店
卸
帳
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。
三
代
目
と
四
代
目
に
相
当
す
る

期
間
で
あ
る
。

　

第
二
期
は
、
嘉
永
二
年
三
月
か
ら
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
三
月
ま
で
の
店
卸
帳
の
残
さ
れ
て
い
る
期
間
で
あ
る
。
出
店
を
含
む
野

二
五　
（
七
四
二
）



第
六
十
二
巻  

第
四
号

田
家
全
体
の
純
資
産
の
動
向
で
あ
り
、
ほ
ぼ
五
代
目
の
担
当
期
間
に
あ
た
る
。
幕
末
維
新
期
を
挟
む
も
っ
と
も
大
き
な
変
動
の
期
間
で
あ

っ
た
。

　

第
三
期
は
、
実
際
勘
定
の
導
入
さ
れ
た
期
間
で
あ
り
、
明
治
一
二
年
か
ら
三
四
年
に
か
け
て
の
野
田
家
全
体
の
勘
定
で
あ
る
。
こ
の
間
、

明
治
一
九
年
か
ら
は
複
式
簿
記
の
記
帳
ス
タ
イ
ル
と
な
る
。
六
代
目
の
時
代
で
あ
る
。

　

ま
ず
第
一
期
の
純
資
産
の
蓄
積
状
況
か
ら
検
討
し
て
い
こ
う
。
開
店
早
々
の
宝
暦
三
年
酉
八
月
一
日
の
店
卸
の
記
録
を
見
る
と
、
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
（#

1650

）。　

　
　

「
酉
ノ
七
月
吉
日

　
　
　

八
月
一
日　

十
一
屋
六
左
衛
門
」

　
　
　
　
　

八
月
一
日

　
　
　
　

一　

わ
ら
じ　
　
　

六
拾
足

　
　
　
　
　

代　
　

弐
百
五
拾
文

　
　
　
　

一　

そ
う
り　
　
　

廿
足

　
　
　
　
　

代　
　

五
百
文

　
　
　
　

一　

ぬ
か　
　
　
　

廿
俵

　
　
　
　
　

代
金　

弐
両　

壱
貫
文

　
　
　
　

一　

米

二
六　
（
七
四
一
）



近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
程
（
末
永
國
紀
）

　
　
　
　
　

代　
　

五
両
壱
分　

五
百
文

　
　
　
　

一　

紙　

し
よ
ひ　

六
ツ

　
　
　
　
　

代　
　

壱
貫
八
百
文

　
　
　
　

一　

た
者
こ

　
　
　
　
　

代　
　

壱
分
弐
朱

　
　
　
　

一　

茶　
　
　
　
　

三
駄

　
　
　
　
　

代
金　

五
両
壱
分

　
　
　
　

一　

か
津
者　
　
　

五
ツ

　
　
　
　
　

代　
　

壱
分　

四
百
文

　
　
　
　

一　

杉
い
た　
　
　

八
駄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
王
少
々

　
　
　
　
　

代　
　

三
分

　
　
　
　

一　

満
木

　
　
　
　
　

代　
　

三
分　
　

三
分
ま
す

　
　
　
　

一　

ひ
ち　
　
　
　

も
と
金

　
　
　
　
　

金　

拾
三
両
三
分　

四
貫
九
百
文

　
　
　
　

一　

酒　
　
　
　
　

廿
三
石

　
　
　
　
　

代
金　

弐
拾
九
両

二
七　
（
七
四
〇
）



第
六
十
二
巻  

第
四
号

　
　
　
　

一　

直
し　
　
　
　

一
石
六
斗

　
　
　
　
　

代
金　

三
両

　
　
　
　
　

合
〆
酒
ノ
分　

三
拾
弐
両

　
　
　
　

有
金　

五
両
弐
分

　
　
　
　
　
　
　

せ
に　

三
拾
七
貫
百
文

　
　
　
　

物
〆
有
物

　
　
　
　
　

金　

六
拾
五
両
三
分

　
　
　
　
　
　

せ
に　

四
拾
七
〆

　
　
　
　
　
　
　

四
五　

金
直
し

　
　
　
　

八
月
一
日
改

　
　
　
　
　

金
直
し

　
　
　
　

〆
七
拾
六
両
三
分
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
百
七
拾
弐
文

　

有
物
の
勘
定
で
あ
る
。
取
扱
商
品
を
見
る
と
、
わ
ら
じ
・
ぞ
う
り
・
ぬ
か
・
米
・
紙
・
た
ば
こ
・
茶
・
合
羽
・
杉
板
・
薪
・
質
・
酒
・

直
し
の
一
三
種
で
あ
る
。
商
品
の
区
分
か
ら
す
る
と
、
日
用
品
販
売
業
と
質
屋
業
、
酒
造
業
に
分
か
れ
る
。
直
し
と
い
う
の
は
、
下
等
な

酒
を
加
工
し
て
普
通
の
酒
の
よ
う
に
直
し
た
酒
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
酒
関
係
の
代
価
三
二
両
は
有
物
合
計
の
約
半
分
を
占
め
て
い
る
の

で
あ
り
、
酒
造
業
が
主
業
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
開
店
当
初
か
ら
質
屋
業
的
な
金
融
業
を
併
設
し
て
営
ん
で
い
る
の
は
、
他
の
日
野
出
身

二
八　
（
七
三
九
）



近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
程
（
末
永
國
紀
）

の
近
江
商
人
に
も
共
通
す
る
傾
向
で
あ
る
。

　

店
卸
の
時
期
は
、
三
月
と
八
月
を
中
心
に
年
に
二
回
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
記
帳
の
仕
方
は
基
本
的
に
、
在
庫
品
・
貸
付
金
・
有
金
等

の
有
物
勘
定
か
ら
奉
公
人
給
金
や
他
の
出
店
と
の
預
り
金
・
借
入
金
勘
定
を
差
し
引
い
た
資
産
勘
定
で
あ
り
、
板
鼻
出
店
の
純
資
産
で
あ

る
。
こ
の
純
資
産
額
が
、
原
則
と
し
て
「
仕
入
金
」
と
い
う
名
前
の
次
期
の
出
店
資
本
金
の
元
金
と
な
る
。
当
期
の
純
資
産
額
か
ら
前
期

の
「
仕
入
金
」
を
差
し
引
い
て
「
過
上
」
も
し
く
は
「
不
足
」
と
い
う
損
益
を
計
算
し
て
い
る
。「
過
上
」
が
あ
れ
ば
、
そ
の
な
か
か
ら

近
江
の
国
元
へ
の
送
金
や
普
請
金
が
控
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、純
資
産
額
と
「
仕
入
金
」
は
か
な
ら
ず
し
も
一
致
し
な
い
。

　

第
一
表
は
純
資
産
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
純
資
産
は
、
宝
暦
三
年
八
月
の
三
五
両
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
ほ
ぼ
順
調
に
上
昇
し

て
い
く
。
最
初
の
大
き
な
下
落
は
、
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
四
月
で
あ
る
。
前
年
四
月
の
一
三
〇
四
両
か
ら
一
一
八
三
両
に
減
少
し
て

い
る
。

　

こ
の
年
の
酒
の
有
物
高
は
一
六
五
石
、
金
高
に
し
て
一
六
五
両
で
あ
る
。
前
年
の
六
年
四
月
の
生
酒
の
有
物
高
は
一
六
一
石
五
斗
で
あ

り
、
金
高
は
二
一
五
両
一
分
で
あ
る
か
ら
、
酒
造
有
物
高
に
関
し
て
大
き
な
差
異
は
な
い
。
明
和
七
年
の
純
資
産
の
下
落
は
、
例
年
に
な

い
よ
う
な
四
人
の
商
人
か
ら
の
預
り
金
と
利
息
の
合
計
が
二
四
〇
両
に
上
る
こ
と
に
よ
る
。

　

次
の
下
落
は
、
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
八
月
に
一
四
一
四
両
と
な
り
前
年
八
月
に
比
べ
る
と
二
〇
〇
両
余
り
減
少
し
た
時
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
前
年
ま
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
披
間
店
（
疋
間
）
と
室
田
店
か
ら
の
預
り
金
と
日
野
屋
茂
八
か
ら
の
借
入
金
が
加
わ
っ
た
た
め

で
あ
る
。

　

以
上
は
、
資
金
繰
り
の
必
要
上
、
一
時
的
な
現
象
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
か
ら
六
年
に
か
け
て
の
純
資
産

の
落
ち
込
み
は
、
有
物
の
減
少
に
表
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
天
明
五
年
三
月
の
店
卸
の
有
物
は
、
六
四
九
両
で
あ
る
。
こ
れ
は
宝
暦

一
一
年
（
一
七
六
一
）
頃
の
有
物
と
同
額
で
あ
る
。
内
容
を
見
分
す
る
と
、
生
酒
が
二
二
〇
石
で
金
高
三
一
四
両
一
分
、
直
し
酒
が
一
〇

二
九　
（
七
三
八
）
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年月 西暦 純資産
宝暦 3年 8月 1753 35
宝暦 4年 2月 1754 118
宝暦 4年 8月 1754 71
宝暦 5年 3月 1755 201
宝暦 5年 8月 1755 180
宝暦 6年 3月 1756 262
宝暦 6年 8月 1756 232
宝暦 7年 3月 1757 295
宝暦 7年 8月 1757 314
宝暦 8年 3月 1758 342
宝暦 8年 8月 1758 397
宝暦 9年 4月 1759 457
宝暦 9年 8月 1759 464
宝暦 10年 3月 1760 511
宝暦 10年 8月 1760 485
宝暦 11年 3月 1761 572
宝暦 11年 8月 1761 626
宝暦 12年 4月 1762 686
宝暦 12年 8月 1762 781
宝暦 13年 3月 1763 833
宝暦 13年 8月 1763 878
明和元年 3月 1764 885
明和元年 10月 1764 909
明和 2年 3月 1765 1,049
明和 2年 9月 1765 1,154
明和 3年 3月 1766 936
明和 3年 7月 1766 1,052
明和 4年 5月 1767 1,185
明和 4年 8月 1767 1,100
明和 5年春 1768 ―
明和 5年 8月 1768 1,282
明和 6年 4月 1769 1,444
明和 6年 8月 1769 1,266
明和 7年 4月 1770 1,183
明和 7年 8月 1770 1,418
明和 8年春 1771 1,368
明和 8年 9月 1771 1,478
安永元年春 1772 ―

第一表　純資産の推移（第 1期）
（単位：金額，両）

年月 西暦 純資産
安永元年 8月 1772 1,632
安永 2年春 1773 ―
安永 2年 8月 1773 1,788
安永 3年春 1774 ―
安永 3年 8月 1774 1,755
安永 4年春 1775 ―
安永 4年 9月 1775 1,757
安永 5年春 1776 ―
安永 5年 9月 1776 1,670
安永 6年 4月 1777 1,773
安永 6年秋 1777 ―
安永 7年 3月 1778 1,611
安永 7年 8月 1778 1,629
安永 8年春 1779 ―
安永 8年 8月 1779 1,414
安永 9年 1780 ―
天明元年 1781 ―
天明 2年 1782 ―
天明 3年 1783 ―
天明 4年 1784 ―
天明 5年 3月 1785 1,192
天明 5年 11月 1785 1,217
天明 6年 4月 1786 1,217
天明 6年 10月 1786 1,397
天明 7年 4月 1787 1,429
天明 7年 8月 1787 1,703
天明 8年 4月 1788 1,740
天明 8年 9月 1788 1,767
寛政元年 1789 ―
寛政 2年 4月 1790 1,985
寛政 3年 1791 ―
寛政 4年 1792 ―
寛政 5年 1793 ―
寛政 6年 9月 1794 2,196
寛政 7年 10月 1795 2,436
寛政 8年 10月 1796 2,994
寛政 9年 8月 1797 3,105

註：―印は原史料に記載なし。

三
〇　
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七
）



近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
程
（
末
永
國
紀
）

石
で
一
〇
両
で
あ
り
、
両
方
で
半
額
の
三
二
四
両
を
占
め
て
い
る
。
他
は
、
質
物
の
有
物
が
一
三
〇
両
、
安
中
城
米
・
小
諸
城
米
・
上
田

城
米
等
の
米
が
一
一
〇
両
で
あ
り
、
そ
の
他
は
わ
ら
じ
・
草
履･

炭
・
茣
蓙
・
莚
・
半
紙
・
蠟
燭
・
線
香
・
茶
・
た
ば
こ
・
日
野
椀
等
の

日
用
雑
貨
品
に
よ
る
金
額
で
あ
る
。
激
し
い
落
ち
込
み
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
質
物
の
有
物
金
高
の
激
減
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
直
近

の
安
永
八
年
八
月
の
「
質
方
有
物
」
は
、
一
一
九
二
両
で
あ
る
か
ら
、
質
物
の
有
物
高
は
わ
ず
か
一
一
％
に
減
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

浅
間
山
の
噴
火
に
よ
る
降
灰
の
被
害
を
受
け
た
農
民
が
、
天
明
三
年
七
月
に
安
中
城
の
城
門
へ
押
し
か
け
る
一
揆
に
始
ま
る
天
明
の
飢
饉

の
影
響
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
以
外
に
な
い
で
あ
ろ
う（
４
）。

　

天
明
の
飢
饉
以
後
の
純
資
産
の
推
移
を
見
る
と
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
八
月
に
は
三
〇
〇
〇
両
台
に
到
達
し
て
い
る
。
第
一
期
の

最
後
の
勘
定
年
と
な
る
こ
の
年
の
店
卸
に
よ
る
有
物
勘
定
は
、
四
一
八
六
両
二
分
と
銭
二
貫
九
一
五
文
で
あ
る
。

　

そ
の
う
ち
の
最
大
の
金
額
を
占
め
る
の
は
、「
金
口
」
に
ま
と
め
ら
れ
た
貸
金
の
三
一
七
五
両
一
分
二
朱
と
銭
三
〇
八
貫
四
七
三
文
で

あ
る
。
貸
付
口
数
は
七
七
口
で
あ
る
か
ら
、平
均
す
れ
ば
一
口
が
四
一
両
に
上
る
大
口
の
貸
金
で
あ
る
。
有
物
の
合
計
が
三
七
三
両
三
分
、

銀
四
二
七
匁
一
分
二
厘
、
銭
二
九
貫
二
七
二
文
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
期
は
金
融
業
に
お
い
て
、
隆
盛
で
あ
っ
た

こ
と
に
な
る
。
な
お
、
近
江
の
国
元
へ
の
送
金
六
六
両
と
銭
三
六
五
文
が
有
物
勘
定
か
ら
差
し
引
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
点
で
は
板

鼻
出
店
の
近
江
本
宅
か
ら
の
独
立
性
は
低
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　　
　
　
　

２　

嘉
永
二
年
三
月
〜
明
治
一
四
年
三
月

　

こ
の
第
二
期
は
、
三
三
年
間
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
五
代
目
の
当
主
時
代
と
重
な
る
。
店
卸
帳
の
表
題
は
、
す
べ
て
「
店
卸
勘
定
極
意
帳
」

と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
勘
定
の
内
容
は
、
出
店
勘
定
と
近
江
の
本
宅
勘
定
を
合
わ
せ
た
野
田
六
左
衛
門
家
全
体
の
純
資
産
を
算
出
し
て

三
一　
（
七
三
六
）
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号

い
る
。
第
二
表
は
、
第
二

期
の
純
資
産
の
推
移
で
あ

る
。

　

当
初
の
嘉
永
二
年
（
一
八

四
九
）
三
月
か
ら
同
四
年

二
月
ま
で
の
純
資
産
は

マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
。
例
え

ば
、
こ
の
期
の
最
初
の
勘

定
で
あ
る
嘉
永
二
年
三
月

の
勘
定
は
、
次
の
よ
う
に

算
出
さ
れ
て
い
る
。
出
店

勘
定
は
、
七
〇
〇
八
両
一

分
二
朱
と
銭
一
八
〇
貫

七
五
二
文
の
資
産
勘
定
か

ら
五
七
二
七
両
一
分
二
朱

と
銭
勘
定
三
一
貫
三
六
七

文
の
負
債
勘
定
を
差
し
引

い
て
、
一
三
〇
三
両
三

年月 西暦 純資産
嘉永 2年 3月 1849 △ 646
嘉永 2年 4月 1849 △ 654
嘉永 3年 1850 ―
嘉永 4年 2月 1851 △ 213
嘉永 5年 10月 1852 970 
嘉永 6年 4月 1853 839 
安政元年 10月 1854 1,772 
安政 2年 3月 1855 2,106 
安政 2年 10月 1855 3,049 
安政 3年 2月 1856 2,509 
安政 3年 11月 1856 1,990 
安政 4年 10月 1857 2,226 
安政 5年 2月 1858 2,745 
安政 5年 10月 1858 2,916 
安政 6年 2月 1859 3,312 
安政 6年 10月 1859 3,610 
万延元年 2月 1860 3,597 
万延元年 10月 1860 4,158 
文久元年 2月 1861 4,491 
文久元年 10月 1861 5,974 
文久 2年 3月 1862 6,637 
文久 2年 10月 1862 8,510 
文久 3年 2月 1863 9,182 
元治元年 2月 1864 10,760 
元治元年 10月 1864 9,901 
慶応元年 10月 1865 13,462 
慶応 2年 2月 1866 14,288 

第二表　純資産の推移（第 2期）
（単位：金額，明治 8年 4月までは両，以後は円）

年月 西暦 純資産
慶応 2年 10月 1866 15,978 
慶応 3年 5月 1867 17,470 
慶応 3年 10月 1867 22,545 
明治元年 4月 1868 14,099 
明治 2年 2月 1869 17,734 
明治 2年 9月 1869 18,685 
明治 3年 4月 1870 21,114 
明治 3年 10月 1870 23,296 
明治 4年 1月 1871 23,622 
明治 4年 9月 1871 16,287 
明治 5年 1872 ―
明治 6年 3月 1873 15,636 
明治 6年 11月 1873 19,168 
明治 7年 3月 1874 19,885 
明治 7年 11月 1874 22,508 
明治 8年 4月 1875 20,434 
明治 8年 11月 1875 20,969 
明治 9年 5月 1876 21,464 
明治 9年 11月 1876 23,046 
明治 10年 4月 1877 21,064 
明治 10年 11月 1877 25,615 
明治 11年 4月 1878 24,554 
明治 11年 11月 1878 27,124 
明治 12年 4月 1879 25,309 
明治 13年 3月 1880 31,545 
明治 14年 3月 1881 37,180 

註：1．△印はマイナス勘定。
　　2．―印は原史料に記載なし。 三

二　
（
七
三
五
）
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末
永
國
紀
）

分
と
銭
一
貫
二
〇
九
文
の
純
資
産
と
な
っ
て
い
る
が
、
別
建
て
の
累
積
赤
字
二
四
六
四
両
三
分
と
銭
一
一
貫
二
九
三
文
を
差
し
引
い
て
、

一
一
六
一
両
と
銭
一
〇
貫
八
四
文
の
不
足
を
算
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
近
江
の
国
元
の
資
産
勘
定
は
、
一
八
二
〇
両
二
分
と
銭
九
六
一
文

で
あ
り
、
負
債
勘
定
に
は
辻
宗
兵
衛
・
野
崎
忠
左
衛
門
・
藤
崎
宗
兵
衛
・
山
中
太
兵
衛
・
飯
島
利
兵
衛
・
柳
軒
・
佐
登
・
知
永
の
八
人
か

ら
の
借
入
金
一
三
〇
五
両
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
差
し
引
き
総
計
し
て
、
こ
の
期
の
不
足
金
を
六
四
六
両
三
分
二
朱
と
銭
一
八
三
文
と
計
算

し
て
い
る
。
こ
の
計
算
上
の
純
資
産
の
マ
イ
ナ
ス
勘
定
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
二
四
〇
〇
両
を
超
え
る
累
積
赤
字
の
大
き
さ
か
ら
み
て

も
前
代
当
主
の
乱
脈
経
営
の
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

　

総
計
と
し
て
の
不
足
金
は
、
嘉
永
四
年
二
月
に
は
二
一
三
両
三
分
と
銭
二
一
三
文
に
減
少
し
、
翌
五
年
一
〇
月
の
勘
定
か
ら
は
、

九
七
〇
両
三
分
二
朱
と
銭
三
貫
九
八
四
文
の
黒
字
の
純
資
産
に
転
化
す
る
。
以
後
、
純
資
産
は
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
一
〇
月
に
は

二
万
二
五
四
五
両
三
分
と
銭
一
貫
四
九
二
文
に
増
え
、
一
五
年
間
に
二
三
倍
に
も
増
加
す
る
。

　

純
資
産
の
増
加
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
主
に
出
店
資
産
の
増
加
で
あ
る
。
と
く
に
、
出
店
資
産
勘
定
は
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）

一
〇
月
の
一
万
五
九
二
〇
両
二
分
二
朱
と
銭
二
五
四
六
貫
三
七
五
文
か
ら
、
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
一
〇
月
に
は
二
万
〇
四
三
五
両
三

分
と
銭
三
一
三
五
貫
七
〇
一
〇
文
へ
と
増
加
し
、
さ
ら
に
慶
応
二
年
一
〇
月
に
は
二
万
三
五
八
〇
両
三
朱
と
銭
五
四
五
二
貫
二
三
一
文
と

な
り
、
慶
応
三
年
一
〇
月
に
二
万
七
〇
三
〇
両
二
分
二
朱
と
銭
四
九
一
八
貫
三
二
四
文
へ
と
、
慶
応
年
間
に
急
速
に
増
加
し
て
い
る
。

　

中
身
に
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
と
、
先
ず
、
酒
の
在
庫
は
変
動
が
大
き
く
、
慶
応
元
年
一
〇
月
の
二
一
両
か
ら
は
じ
ま
っ
た
下
り
酒
の

取
り
扱
い
は
、
慶
応
二
年
一
〇
月
に
は
一
九
〇
五
両
と
な
り
、
こ
の
期
の
酒
関
係
の
有
物
勘
定
は
五
一
一
三
両
に
も
上
る
。
ま
た
、
米
の

在
庫
は
も
っ
と
変
動
し
、
慶
応
元
年
一
〇
月
に
は
「
高
崎
囲
米
買
入
」・「
高
崎
城
米
買
入
」・「
残
米
買
入
」・「
信
州
白
米
買
入
」
等
の
米

の
有
物
は
三
〇
六
四
両
で
あ
る
が
、
翌
年
の
同
二
年
一
〇
月
に
は
「
高
崎
城
米
」
の
五
八
両
と
銭
二
四
三
文
に
激
減
す
る
。
一
貫
し
て

増
加
し
て
い
る
の
は
、「
杢
左
衛
門
仕
入
金
」・「
助
左
衛
門
仕
入
金
」・「
専
次
郎
仕
入
金
」・「
醤
油
方
仕
入
金
」
と
い
う
出
店
へ
の
仕
入

三
三　
（
七
三
四
）



第
六
十
二
巻  

第
四
号

金
出
資
で
あ
る
。
こ
の
出
店
出
資
金
合
計
は
、
元
治
元
年
一
〇
月
の
四
五
〇
七
両
か
ら
約
五
〇
％
ず
つ
増
え
、
慶
応
三
年
一
〇
月
に
は

一
万
〇
一
一
六
両
に
ま
で
増
加
す
る
。
出
店
経
営
の
好
調
を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
翌
明
治
元
年
閏
四
月
の
純
資
産
は
一
転
し
て
、
一
万
四
〇
九
九
両
に
反
落
す
る
。
こ
れ
は
、
本
家
と
の
関
係
で
本
家
送
金
・

本
家
借
入
が
六
五
八
七
両
一
分
二
朱
に
上
り
、
な
お
か
つ
出
店
損
失
が
三
五
五
〇
両
と
な
っ
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
そ
の
後

の
純
資
産
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
正
月
に
二
万
三
六
二
二
両
に
ま
で
回
復
し
た
が
、
明
治
六
年
三
月
に
は
再
び
一
万
五
六
三
六
両

に
下
落
し
て
い
る
。
こ
の
期
か
ら
、
純
資
産
は
勘
定
計
算
の
上
で
は
、
本
家
八
割
と
新
家
（
分
家
）
東
三
郎
家
二
割
に
分
割
さ
れ
て
記
帳

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
本
家
基
金
八
分
割
」
と
し
て
一
万
二
五
〇
九
両
と
銭
七
三
六
文
、「
東
三
郎
新
家
弐
分
割
」
と
し
て

三
一
二
七
両
一
分
と
銭
八
〇
九
文
で
あ
る
。

　

こ
の
第
二
期
の
最
後
の
店
卸
と
な
る
明
治
一
四
年
三
月
の
決
算
ま
で
純
資
産
は
ほ
ぼ
順
調
に
上
昇
し
、
こ
の
時
の
店
卸
で
は

三
万
七
一
八
〇
円
と
な
る
。
こ
の
間
、
明
治
八
年
一
一
月
か
ら
金
額
表
示
は
円
表
示
と
な
り
、
同
一
二
年
四
月
の
店
卸
か
ら
は
五
代
目
の

遺
言
に
従
っ
て
、
純
資
産
の
本
家
と
新
家
の
分
割
比
率
は
、
七
割
五
分
と
二
割
五
分
に
改
定
し
て
算
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

３　

明
治
一
四
年
一
一
月
〜
明
治
三
四
年
三
月

　

明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
三
月
の
店
卸
帳
形
式
に
よ
る
純
資
産
の
計
算
は
明
治
一
四
年
三
月
ま
で
で
あ
り
、
明
治
一
三
年
一
一
月
か

ら
は
「
実
際
勘
定
帳
」
と
銘
打
っ
た
第
三
期
目
の
野
田
本
家
の
総
勘
定
と
し
て
の
純
資
産
算
出
で
あ
り
、
通
年
計
算
で
あ
る
。
期
間
は
第

二
回
の
明
治
一
三
年
一
一
月
か
ら
第
二
二
回
の
明
治
三
四
年
三
月
ま
で
の
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は
二
期
に
分
け
ら
れ

る
。
単
式
簿
記
に
よ
る
純
資
産
勘
定
の
前
半
期
と
複
式
簿
記
の
導
入
さ
れ
る
後
半
期
で
あ
る
。
第
三
表
は
、
こ
の
第
三
期
の
純
資
産
の
推

三
四　
（
七
三
三
）



近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
程
（
末
永
國
紀
）

移
で
あ
る
。

　

第
二
回
の
実
際
勘
定
は
、
第
二
期
の
最
後
の
明
治

一
四
年
三
月
の
店
卸
に
含
ま
れ
る
の
で
省
略
し
て
、

前
半
期
の
計
算
を
明
治
一
四
年
一
一
月
三
〇
日
改
め

の
第
三
回
の
実
際
勘
定
帳
で
見
て
み
る
こ
と
に
し

よ
う
。
帳
簿
の
表
紙
に
は
、「
明
治
一
四
年
十
一
月

三
十
日　

自
明
治
拾
三
年
十
二
月
至
同
十
四
年
十
一

月　

第
参
回
実
際
勘
定
帳　

野
田
本
家
」
と
記
載
さ

れ
て
い
る
。

　

こ
の
第
三
回
の
実
際
勘
定
帳
に
よ
れ
ば
、
野
田
六

左
衛
門
本
家
の
純
資
産
の
七
割
五
分
に
相
当
す
る
三
万
三
四
四
二
円
七
二
銭
六
厘
を
「
本
店
元
方
正
味
基
金
」
と
い
う
名
目
の
板
鼻
出
店

の
営
業
資
本
金
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
板
鼻
出
店
が
営
業
本
店
の
扱
い
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
営
業
資
本
金
に
慶
長
小
判
等
の
古
金
銀

や
起
業
公
債
・
金
禄
公
債
の
時
価
見
積
額
、
恵
続
講
と
名
付
け
た
講
金
の
な
か
に
本
店
醤
油
方
や
支
店
損
益
金
を
加
え
て
、「
貸
方
」
の

総
計
を
三
万
六
八
九
二
円
七
〇
銭
六
厘
と
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
「
払
方
」
と
し
て
諸
預
り
金
・
借
入
金
の
合
計
二
八
〇
五
円
九
一
銭
を

差
し
引
い
て
、
野
田
本
家
の
純
資
産
を
三
万
四
〇
八
六
円
七
九
銭
六
厘
と
算
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
純
資
産
の
算
出
方
式
は
、
明
治

一
九
年
二
月
二
八
日
の
第
七
回
実
際
勘
定
帳
ま
で
続
け
ら
れ
る
。

　

表
題
に
、「
従
明
治
十
九
年
三
月
一
日
至
明
治
廿
年
二
月
廿
八
日
満
一
ヶ
年
間　

第
八
回
實
際
勘
定
帳　

野
田
本
家
」
と
あ
る
後
半
期

最
初
の
複
式
簿
記
に
よ
る
記
帳
年
で
あ
る
明
治
二
〇
年
二
月
二
八
日
付
の
第
八
回
実
際
勘
定
帳
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
先
ず
、「
損

年度 西暦 純資産
明治 14年 1881 34,086 
明治 15年 1882 39,197 
明治 16年 1883 37,215 
明治 17年 1884 38,412 
明治 18年 1885 39,753 
明治 19年 1886 42,753 
明治 20年 1887 48,120 
明治 21年 1888 51,851 
明治 22年 1889 53,753 
明治 23年 1890 57,182 
明治 24年 1891 60,386 
明治 25年 1892 64,589 
明治 26年 1893 66,662 
明治 27年 1894 67,955 
明治 28年 1895 70,817 
明治 29年 1896 72,260 
明治 30年 1897 74,942 
明治 31年 1898 76,839 
明治 32年 1899 81,139 
明治 33年 1900 81,139 

第三表　純資産の推移（第 3期）
（単位：金額，円）

三
五　
（
七
三
二
）



第
六
十
二
巻  

第
四
号

益
勘
定
之
部　

入
方
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
四
項
目
で
あ
る
。「
利
息
其
他
株
式
正
金
売
払
損
益
過
上
」
が
二
八
一
五
円
八
四
銭
一
厘
、

「
永
盛
講
落
札
金
」
五
一
円
、「
従
来

所
有
不
動
産
物
、
本
年
度
ニ
於
テ
資
産
ニ
組
込
ム
為
メ
得
タ
ル
金
額
千
九
百
三
十
五
円
三
十
七
銭

之
内
ヨ
リ
、
本
年
度
中
買
入
レ
タ
ル
金
額
八
百
拾
八
円
六
十
三
銭
四
厘
ヲ
引
去
リ
タ
ル
残
金
」
と
し
て
の
二
五
一
八
円
八
三
銭
六
厘
の
四

口
か
ら
な
る
、計
六
五
〇
二
円
四
二
銭
八
厘
で
あ
る
。
一
方
、「
出
方
」
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
項
目
は
、雑
多
な
日
常
生
活
の
出
費
で
あ
る
。

そ
の
項
目
の
み
を
以
下
に
列
記
す
る
。
田
方
損
金
・
飯
米
費
・
薪
炭
油
費
・
諸
雑
費
・
郵
便
税
及
新
聞
購
読
費
・
肴
野
菜
費
・
酒
醤
油
費
・

衣
服
費
・
家
屋
修
繕
費
・
器
具
買
入
代
・
定
式
費
・
交
際
費
・
諸
雇
給
・
医
薬
費
・
支
店
出
張
費
及
商
人
組
合
ニ
係
ル
諸
費
・
祭
祀
費
・

臨
時
費
・
村
費
・
地
租
・
出
入
勘
定
差
引
不
足
・
貯
蓄
費
・
当
勘
定
差
引
不
足
で
あ
る
。
こ
ら
れ
の
経
費
の
合
計
は
一
四
〇
〇
円
九
三
銭

三
厘
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
出
方
」
項
目
に
は
次
の
三
点
も
あ
る
。「
板
鼻
支
店
支
配
人
三
カ
年
間
、
賞
与
金
四
分
ノ
三
」
の
三
三
九
円
六

厘
、「
神
戸
支
店
十
九
年
九
月
調
、
損
失
金
四
分
ノ
三
」、「
西
ノ
宮
支
店
廿
年
一
月
調
、
損
失
金
四
分
ノ
三
」
三
五
五
円
七
三
銭
三
厘
で

あ
り
、経
費
と
合
わ
せ
た
「
出
方
」
の
合
計
は
二
六
二
一
円
五
銭
七
厘
と
な
っ
て
い
る
。「
入
方
」
か
ら
「
出
方
」
を
差
引
い
た
「
利
益
」
は
、

三
八
八
一
円
三
七
銭
一
厘
と
算
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
利
益
金
の
う
ち
か
ら
、「
滞
貸
準
備
金
」
五
〇
〇
円
と
「
予
備
積
立
金
」
三
八
一

円
三
七
銭
一
厘
を
控
除
し
て
、「
純
益
金
」
を
三
〇
〇
〇
円
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
純
益
は
、
前
年
繰
越
金
の
三
万
九
七
五
三

円
に
対
し
て
七
分
五
厘
強
に
相
当
す
る
、
と
純
益
率
を
は
じ
き
出
し
て
い
る
。
以
上
は
損
益
計
算
書
で
あ
る
。

　

次
に
、「
貸
借
勘
定
之
部
」
の
「
借
方
」
勘
定
の
う
ち
、
主
な
も
の
を
挙
げ
よ
う
。
筆
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
新
家
東
三
郎

十
九
年
十
一
月
調
、
板
鼻
支
店
資
金
、
四
分
ノ
一
預
リ
」
の
六
四
〇
四
円
九
三
銭
二
厘
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
い
て
「
同
人
（
東
三
郎
、
以

下
同
）
十
九
年
九
月
調
、
神
戸
支
店
資
金
、
四
分
ノ
一
預
リ
」
六
四
九
円
八
七
銭
二
厘
、「
同
人
廿
一
年
一
月
調
、
西
宮
支
店
資
金
四
分

ノ
一
預
リ
」
八
八
一
円
四
二
銭
二
厘
、「
同
人
差
引
御
預
り
金
」
七
二
〇
円
八
七
銭
八
厘
、「
野
田
恒
三
預
リ
金
」
七
八
四
円
三
四
銭
八

厘
、「
島
村
秋
三
郎
相
続
金
預
リ
」
五
〇
〇
円
、「
滞
貸
準
備
金
」
五
〇
〇
円
、「
予
備
積
立
金
」
三
八
一
円
三
七
銭
一
厘
等
で
あ
る
。
そ

三
六　
（
七
三
一
）



近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
程
（
末
永
國
紀
）

の
他
は
、
小
口
の
預
り
金
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
負
債
小
計
」
は
一
万
二
八
一
九
円
八
〇
銭
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
当
期
勘
定
利
益

金
の
三
〇
〇
〇
円
と
資
本
金
に
相
当
す
る
「
前
年
ヨ
リ
繰
越
基
金
」
三
万
九
七
五
三
円
二
三
銭
一
厘
を
加
え
て
、
負
債
と
資
本
の
総
計
は

五
万
五
五
七
三
円
三
銭
一
厘
で
あ
る
。

　

一
方
、「
貸
方
」
の
主
な
項
目
は
、「
十
九
年
十
一
月
調
、
板
鼻
支
店
資
本
金
額
」
の
二
万
五
六
一
九
円
七
三
銭
を
筆
頭
に
、「
同
店
（
板

鼻
支
店
）
貸
シ
」
二
六
三
七
円
五
一
銭
一
厘
、「
神
戸
支
店
資
本
金
」
四
一
三
〇
円
四
五
銭
九
厘
、「
同
店
（
神
戸
支
店
）
創
業
費
償
却
残
リ

貸
」
六
四
五
円
二
一
銭
五
厘
、「
西
宮
支
店
資
本
金
」
四
二
二
八
円
九
二
銭
五
厘
の
支
店
関
係
へ
の
出
資
で
あ
る
。
ま
た
、
所
有
し
て
い

る
有
価
証
券
類
の
時
価
評
価
額
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
額
面
五
九
〇
〇
円
の
「
金
禄
公
債
」
を
五
五
五
一
円
二
八
銭
六
厘
に

評
価
し
て
い
る
の
を
は
じ
め
、
額
面
一
三
五
〇
円
の
「
新
公
債
」
を
九
八
五
円
五
〇
銭
、
六
二
〇
〇
円
の
「
中
山
道
公
債
」
は
六
二
〇
〇

円
、「
郵
船
会
社
株
式
三
十
株
」
は
一
五
〇
〇
円
で
あ
る
。
さ
ら
に
、所
有
不
動
産
に
つ
い
て
は
、地
価
額
の
二
分
の
一
を
計
上
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
不
動
産
地
価
三
千
八
百
七
十
円
七
十
銭
、
弐
分
一
」
一
九
三
五
円
三
七
銭
で
あ
る
。
そ
の
他
に
小
口
の
貸
金
、
立
替
金
が

あ
り
、二
月
二
八
日
時
点
で
の
有
金
は
四
六
八
円
一
一
銭
四
厘
で
あ
る
。
以
上
の
合
計
を
五
万
五
五
七
三
円
三
銭
一
厘
と
掲
出
し
て
い
る
。

以
上
が
貸
借
対
照
表
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
勘
定
記
録
の
最
後
に
、
次
の
よ
う
な
「
基
金
勘
定
之
部
」
を
設
け
て
翌
年
度
へ
の
繰
越
基
金
を
算
定
し
て
い
る
。

　
　
　
　

基
金
勘
定
之
部

　
　

一
金　

参
千
円　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
勘
定
純
益
金

　
　

一
金　

三
万
九
千
七
百
五
拾
三
円
廿
三
銭
一
厘　

前
年
分
繰
越
基
金

　
　

二
口　

〆
金　

四
万
弐
千
七
百
五
拾
三
円
廿
三
銭
一
厘

三
七　
（
七
三
〇
）



第
六
十
二
巻  

第
四
号

明治
14.11.30 15.11.30 16.11.30 18.2.28 19.2.28 20.2.28 21.2.29 22.4.30. 23.4.30 24.4.23 25.2.29 26.2.28 27.3.15 28.2.28 29.2.29 30.3.30 31.3.31 32.3.31 33.3.31 34.3.31

金禄公債 450 450 500 3,166 2,744 5,555 7,353 3,593 1,284 749 

起業公債 140 140 208 453 

新公債 985 985 985 985 985 985 985 985 785 

中山道公債 6,200 6,200 6,863 6,863 6,863 6,863 4,700 

郵船株 1,500 

海軍公債 3,837 3,837 3,837 3,837 3,837 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 

大津麻糸紡織 2,180 

太湖汽船 1,021 

整理公債 　　　 4,400 5,100 5,600 8,500 12,405 12,405 7,385 7,485 6,500 87 

横浜第七十四
国立銀行

753 1,863 2,998 2,998 3,758 3,758 3,758 3,758 3,758 3,758 5,000 5,837 4,670 

日本銀行 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 4,060 5,925 5,700 5,700 6,000 5,775 

共同新聞社 36 

日野蚕糸社 17 

日本鉄道 2,576 2,720 5,321 5,531 5,671 6,165 7,001 13,020 11,118 13,380 11,004 8,615 

日野結城会社 200 200 250 250 

八幡銀行 　　　 635 635 635 635 635 635 900 1,187 1,187 1,187 1,925 

日野製糸会社 380 380 380 830 1,830 1,830 2,330 2,330 2,330 2,500 2,500 

九州鉄道会社 504 504 504 425 

日野綿布製織 340 340 340 238 387 387 

関西鉄道 3,380 4,880 7,860 4,500 2,750 2,050 700 

軍事公債 575 847 950 826 902 855 

近江銀行 700 

近江鉄道 650 300 750 750 150 

日野銀行 625 1,500 1,500 1,500 2,000 

岩越鉄道 500 1,000 1,000 

勧業銀行 700 1,230 1,625 1,550 

横浜火災 820 820 820 820 

正金銀行 5,100 6,600 8,100 10,800 

拓殖銀行 87 

勧業債券 215 

総計 590 590 708 3,619 9,929 21,278 19,038 23,294 25,518 27,028 30,379 30,554 31,538 31,182 35,140 47,673 38,805 43,536 43,315 39,720 

第四表　野田本家の有価証券投資 （単位：金額，円）

三
八　
（
七
二
九
）



近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
程
（
末
永
國
紀
）

明治
14.11.30 15.11.30 16.11.30 18.2.28 19.2.28 20.2.28 21.2.29 22.4.30. 23.4.30 24.4.23 25.2.29 26.2.28 27.3.15 28.2.28 29.2.29 30.3.30 31.3.31 32.3.31 33.3.31 34.3.31

金禄公債 450 450 500 3,166 2,744 5,555 7,353 3,593 1,284 749 

起業公債 140 140 208 453 

新公債 985 985 985 985 985 985 985 985 785 

中山道公債 6,200 6,200 6,863 6,863 6,863 6,863 4,700 

郵船株 1,500 

海軍公債 3,837 3,837 3,837 3,837 3,837 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 

大津麻糸紡織 2,180 

太湖汽船 1,021 

整理公債 　　　 4,400 5,100 5,600 8,500 12,405 12,405 7,385 7,485 6,500 87 

横浜第七十四
国立銀行

753 1,863 2,998 2,998 3,758 3,758 3,758 3,758 3,758 3,758 5,000 5,837 4,670 

日本銀行 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 4,060 5,925 5,700 5,700 6,000 5,775 

共同新聞社 36 

日野蚕糸社 17 

日本鉄道 2,576 2,720 5,321 5,531 5,671 6,165 7,001 13,020 11,118 13,380 11,004 8,615 

日野結城会社 200 200 250 250 

八幡銀行 　　　 635 635 635 635 635 635 900 1,187 1,187 1,187 1,925 

日野製糸会社 380 380 380 830 1,830 1,830 2,330 2,330 2,330 2,500 2,500 

九州鉄道会社 504 504 504 425 

日野綿布製織 340 340 340 238 387 387 

関西鉄道 3,380 4,880 7,860 4,500 2,750 2,050 700 

軍事公債 575 847 950 826 902 855 

近江銀行 700 

近江鉄道 650 300 750 750 150 

日野銀行 625 1,500 1,500 1,500 2,000 

岩越鉄道 500 1,000 1,000 

勧業銀行 700 1,230 1,625 1,550 

横浜火災 820 820 820 820 

正金銀行 5,100 6,600 8,100 10,800 

拓殖銀行 87 

勧業債券 215 

総計 590 590 708 3,619 9,929 21,278 19,038 23,294 25,518 27,028 30,379 30,554 31,538 31,182 35,140 47,673 38,805 43,536 43,315 39,720 

第四表　野田本家の有価証券投資 （単位：金額，円）

三
九　
（
七
二
八
）



第
六
十
二
巻  

第
四
号

　
　

右
之
通
翌
年
度
ヘ
繰
越
シ
、
諸
勘
定
決
了
候
也

　
　
　

明
治
廿
年
三
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

於
国
元　

野
田
六
左
衛
門　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

調
之

　

純
益
三
〇
〇
〇
円
は
、
当
期
の
純
資
産
の
増
加
分
で
あ
り
、
こ
れ
に
前
期
分
の
繰
越
基
金
三
万
九
七
五
三
円
二
三
銭
一
厘
を
加
え
て
次

年
度
へ
繰
り
越
さ
れ
る
四
万
二
七
五
三
円
二
三
銭
一
厘
が
、
当
期
純
資
産
と
み
な
さ
れ
る
。

　

第
三
表
に
よ
れ
ば
、
明
治
一
六
年
一
一
月
三
〇
日
の
第
五
回
実
際
勘
定
帳
の
純
資
産
の
み
が
、
若
干
の
下
落
を
示
す
だ
け
で
あ
り
、
他

は
一
貫
し
て
上
昇
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
最
初
の
資
本
主
義
的
恐
慌
で
あ
る
明
治
二
三
年
恐
慌
、
三
〇
年
〜
三
一
年
の
日
清
戦
後
第
一
次

恐
慌
、
三
四
年
の
本
格
的
恐
慌
で
あ
る
日
清
戦
後
第
二
次
恐
慌
の
波
が
押
し
寄
せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
純
資
産
は
八
万
一
一
三
九
円
ま

で
伸
び
続
け
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
要
因
は
、
板
鼻
本
店
を
中
心
と
す
る
出
店
の
営
業
活
動
よ
り
も
、
野
田
本
家
の
有
価
証
券
投
資
の
拡
大
に
あ
っ
た
。
第
四
表
を
み

る
と
、
一
四
年
一
一
月
三
〇
日
の
実
際
勘
定
帳
の
有
価
証
券
類
は
、
金
禄
公
債
と
起
業
公
債
の
合
計
五
九
〇
円
に
過
ぎ
ず
、
松
方
デ
フ
レ

期
の
五
年
間
は
大
き
な
動
き
を
示
さ
な
い
。
と
こ
ろ
が
一
九
年
二
月
二
八
日
の
実
際
勘
定
帳
で
は
、
九
九
二
九
円
に
増
加
し
、
さ
ら
に
翌

年
の
二
〇
年
二
月
二
八
日
に
は
、
二
万
一
二
七
八
円
に
倍
増
す
る
。
二
五
年
二
月
二
九
日
に
三
万
円
台
に
乗
り
、
三
〇
年
三
月
三
〇
日
に

は
、
最
高
額
の
四
万
七
六
七
三
円
と
な
り
、
以
後
は
四
万
円
を
前
後
す
る
。
そ
の
金
額
は
、「
本
店
元
方
資
本
金
貸
」
と
し
て
計
上
さ
れ

る
毎
期
の
板
鼻
本
店
の
営
業
資
本
金
に
匹
敵
し
て
い
る
。

　

最
高
の
有
価
証
券
額
を
示
す
三
〇
年
三
月
三
〇
日
現
在
の
実
際
勘
定
帳
に
記
さ
れ
た
投
資
銘
柄
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
債

四
〇　
（
七
二
七
）



近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
程
（
末
永
國
紀
）

券
類
で
は
、
整
理
公
債
・
海
軍
公
債
・
軍
事
公
債
・
九
州
鉄
道
公
債
の
計
一
万
一
六
七
五
円
。
銀
行
株
は
日
本
銀
行
・
横
浜
の
七
十
四

銀
行
・
近
江
銀
行
・
近
江
の
八
幡
銀
行
・
日
野
銀
行
の
計
一
万
一
九
〇
〇
円
。
鉄
道
株
は
、
関
西
鉄
道
・
日
本
鉄
道
・
近
江
鉄
道
の
計

二
万
一
五
三
〇
円
。
そ
の
他
は
近
江
の
日
野
綿
布
製
織
会
社
と
日
野
製
糸
会
社
の
計
二
五
六
八
円
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
投
資
は
、
野
田
六

左
衛
門
本
家
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
地
元
企
業
の
近
江
銀
行
・
八
幡
銀
行
・
日
野
銀
行
・
近
江
鉄
道
・
日
野
綿
布
製
織
会
社
・

日
野
製
糸
会
社
へ
の
投
資
は
、
六
代
目
六
左
衛
門
が
日
野
町
の
町
会
議
員
を
務
め
た
り
、
綿
布
会
社
や
製
糸
会
社
の
監
査
役
に
就
任
し
た

り
す
る
な
ど
、
日
野
町
地
域
で
名
望
家
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
野
田
家
の
社
会
的
活
動
と
関
連
し
た
行
動
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
不
動
産
投
資
の
傾
向
を
第
五
表
に
よ
っ
て
見
て
み
る

と
、
最
初
に
不
動
産
が
実
際
勘
定
帳
に
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の

は
、
明
治
二
〇
年
二
月
二
八
日
の
実
際
勘
定
帳
か
ら
で
あ
り
、
田

畑
宅
地
山
林
の
地
価
金
合
計
三
八
七
〇
円
七
四
銭
を
二
分
の
一
の

一
九
三
五
円
三
七
銭
に
評
価
し
て
掲
載
し
て
い
る
。
以
後
、
地
価
金

は
段
階
的
に
増
え
て
、
三
四
年
三
月
三
一
日
の
実
際
勘
定
帳
で
は
、

一
万
一
五
七
六
円
七
七
銭
九
厘
を
計
上
し
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
、

田
地
九
町
九
反
六
畝
一
二
歩
が
一
万
〇
四
九
三
円
一
三
銭
五
厘
、
山

林
四
町
一
畝
二
六
歩
は
一
〇
八
三
円
六
四
銭
四
厘
で
あ
る
。

　

以
上
の
投
資
行
動
の
成
果
を
、
三
四
年
三
月
三
一
日
の
最
後
の
実

際
勘
定
帳
の
「
入
方
」
の
合
計
九
二
六
一
円
一
〇
銭
二
厘
の
内
訳
と

し
て
見
る
と
、「
公
債
利
子
」
二
八
円
九
九
銭
八
厘
、「
株
式
配
当
」

年月日 西暦 不動産所有額
明治 20年 2月 28日 1887 1,935
明治 21年 2月 29日 1888 2,654
明治 22年 4月 30日 1889 2,689
明治 23年 4月 30日 1890 2,689
明治 24年 4月 23日 1891 2,789
明治 25年 2月 29日 1892 3,254
明治 26年 2月 28日 1893 3,552
明治 27年 3月 15日 1894 3,552
明治 28年 2月 28日 1895 4,068
明治 29年 2月 29日 1896 5,809
明治 30年 3月 30日 1897 5,528
明治 31年 3月 31日 1898 9,339
明治 32年 3月 31日 1899 10,608
明治 33年 3月 31日 1900 11,426
明治 34年 3月 31日 1901 11,576

第五表　野田家の不動産投資
（単位：金額，円）

四
一　
（
七
二
六
）



第
六
十
二
巻  

第
四
号

三
六
八
四
円
五
三
銭
六
厘
、「
貸
預
金
利
子
」
一
九
〇
円
九
四
銭
八
厘
、「
雑
収
入
」
六
八
円
一
六
銭
八
厘
、「
支
店
利
子
」
二
三
一
三

円
五
二
銭
四
厘
、「
同
（
支
店
）
割
賦
金
」
二
〇
二
五
円
、「
土
地
収
益
」
八
七
九
円
九
二
銭
八
厘
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
価
証
券
は

四
〇
・
一
％
、
支
店
か
ら
の
収
益
は
四
六
・
八
％
、
不
動
産
は
一
〇
％
を
占
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　

三　

奉
公
人
の
あ
り
様

　
「
萬
歳
記
」（#

1394

）
に
は
、
精
粗
は
あ
る
も
の
の
、
四
代
目
か
ら
六
代
目
に
か
け
て
の
奉
公
人
の
人
別
の
分
る
記
載
が
あ
る
。
四
代

目
の
時
代
の
板
鼻
出
店
の
支
配
人
と
し
て
名
前
が
分
る
の
は
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
の
勘
四
郎
三
四
歳
で
あ
る
。
つ
い
で
、
天
保
八

年
の
板
鼻
出
店
の
人
別
に
よ
れ
ば
、
支
配
人
は
長
五
郎
三
二
歳
、
以
下
召
仕
と
し
て
金
次
郎
二
一
歳
、
治
三
郎
三
三
歳
、
藤
吉
二
五
歳
、

豊
吉
三
二
歳
の
五
人
で
あ
る
。
天
保
一
三
年
の
板
鼻
出
店
の
人
別
は
、
六
左
衛
門
三
八
歳
、
長
五
郎
三
八
歳
、
治
三
郎
三
七
歳
、
藤
吉

三
〇
歳
、
新
蔵
二
七
歳
、
福
二
郎
三
一
歳
、
善
之
助
三
四
歳
、
源
二
郎
二
三
歳
、
文
蔵
四
一
歳
の
九
人
で
あ
っ
た
。

　

五
代
目
が
相
続
し
た
当
初
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
の
人
別
に
よ
る
板
鼻
出
店
の
陣
容
は
、
六
左
衛
門
三
一
歳
、
治
三
郎
四
二
歳
、

良
助
三
二
歳
、
千
ノ
助
三
九
歳
、
源
二
郎
二
六
歳
、
甚
五
郎
四
八
歳
、
弥
吉
二
八
歳
、
富
吉
三
七
歳
、
千
次
郎
二
一
歳
、
寅
吉
一
八
歳
、

政
吉
一
六
歳
、
与
曽
吉
一
五
歳
、
甚
助
一
三
歳
の
合
計
一
三
人
で
あ
っ
た
。
以
下
、
人
名
の
み
の
分
る
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）・
慶
応
元

年
（
一
八
六
五
）・
慶
応
二
年
の
人
別
に
よ
れ
ば
、
店
人
数
は
い
ず
れ
も
一
三
人
で
あ
る
。

　
「
明
治
五
壬
申
年
人
別
書
上
ケ
」
で
は
、
板
鼻
出
店
に
お
け
る
同
年
三
月
の
一
三
人
の
出
身
地
と
続
柄
、
年
齢
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

四
二　
（
七
二
五
）



近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
程
（
末
永
國
紀
）

　
　
　

元
川
越
縣
近
江
国
蒲
生
郡
野
田
村　

野
田
金
平
長
男　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
所
百
姓　

六
三
郎　

当
申
五
十
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
男

　
　
　

寄
留　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
三
郎　

当
申
二
十
五

　
　
　

大
津
縣
蒲
生
郡
増
田
村　

竹
村
平
左
衛
門
亡
長
男

　
　
　

寄
留　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

良
七　
　

当
申
五
十
六

　
　
　

元
淀
縣
同
国
甲
賀
郡
山
中
村　

小
倉
佐
太
郎
亡
長
男

　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
造　
　

当
申
五
十
弐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
中
村　

吉
田
五
兵
衛
二
男

　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
二
郎　

当
申
二
十
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村　

筒
井
清
平
二
男

　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

綱
吉　
　

当
申
二
十
三

　
　
　

大
津
縣
江
州
蒲
生
郡
野
辺
村　

村
島
源
二
郎
亡
長
男

　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
太
郎　

当
申
十
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
十
坪
村　

村
島
平
吉
亡
二
男

　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〆
吉　
　

当
申
十
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
野
北
町　

近
藤
正
平
亡
三
男

　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
吉　
　

当
申
十
八

四
三　
（
七
二
四
）



第
六
十
二
巻  

第
四
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
ノ
宮　
　

吉
沢
重
助
長
男　
　

　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栄
二
郎　

当
申
十
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
屋
村　
　

徳
田
与
二
右
衛
門
長
男

　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳
松　
　

当
申
十
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
野
北
町　

青
木
藤
助
亡
二
男

　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

音
吉　
　

当
申
二
十
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宿
村　
　
　

今
宿
助
左
衛
門
亡
長
男

　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

友
吉　
　

当
申
十
八

　

六
三
郎
と
い
う
の
は
、
金
平
を
六
左
衛
門
と
改
名
し
た
文
化
一
四
年
正
月
一
五
日
生
れ
の
五
代
目
の
こ
と
で
あ
る
。
二
男
と
記
さ
れ
て

い
る
東
三
郎
は
、
六
左
衛
門
の
養
子
で
あ
り
、
弘
化
三
年
一
一
月
一
五
日
生
ま
れ
で
あ
る
。
奉
公
人
は
、
西
宮
出
身
の
一
人
を
除
い
て
、

す
べ
て
本
宅
の
あ
る
日
野
周
辺
か
ら
採
用
さ
れ
、
全
員
が
寄
留
扱
い
に
な
っ
て
い
る
。

　

六
代
目
の
時
代
と
な
っ
た
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）
一
月
現
在
の
、
各
出
店
従
業
員
名
と
人
数
を
示
し
て
お
こ
う
。

　
　
　

明
治
廿
七
年
一
月

　
　
　
　

各
店
現
在
員
左
ノ
如
シ

　
　
　
　
　
　

野
田　

六
左
衛
門　

三
十
五
才

　
　
　
　
　
　

野
田　

恒
蔵　
　
　

廿
五
才

四
四　
（
七
二
三
）



近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
程
（
末
永
國
紀
）

　
　
　
　
　

本
店
支
配
人

　
　
　
　
　
　
　

松
崎　

藤
吉　
　

五
十
六
才

　
　
　
　
　

同
副
支
配
人

　
　
　
　
　
　
　

青
木　

音
吉

　
　
　
　
　

本
店

　
　
　
　
　
　
　

村
島　

熊
太
郎

　
　
　
　
　
　
　

小
倉　

勘
次
郎

　
　
　
　
　
　
　

竹
内　

新
作

　
　
　
　
　
　
　

傍
田　

助
次
郎

　
　
　
　
　
　
　

埜
田　

宗
助

　
　
　
　
　
　
　

前
野　

弥
太
郎

　
　
　
　
　
　
　

辻
田　

寅
之
助

　
　
　
　
　
　
　

吉
澤　

利
三
郎

　
　
　
　
　
　
　

谷
川　

徳
次
郎

　
　
　
　
　
　
　

岩
城　

鉄
次
郎

　
　
　
　
　
　
　

西
田　

友
吉

　
　
　
　
　
　
　

中
井　

増
次
郎

　
　
　
　
　

子
供

四
五　
（
七
二
二
）



第
六
十
二
巻  

第
四
号

　
　
　
　
　
　

本
年　
　

粂
吉

　
　
　
　
　
　

初
登
り　

要
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仲
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

繁
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

常
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

捨
次
郎

　
　
　
　

〆
弐
拾
四
人

　
　
　
　
　

酒
方
杜
氏

　
　
　
　
　
　
　

松
井　

熊
八

　
　
　
　
　

醤
油
方
杜
氏

　
　
　
　
　
　
　

横
山　

八
造

　
　
　
　

店

　
　
　
　
　

支
配
人

　
　
　
　
　
　
　

傍
田　

与
蔵

　
　
　
　
　

副
支
配
人

　
　
　
　
　
　
　

早
川　

正
太
郎

四
六　
（
七
二
一
）



近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
程
（
末
永
國
紀
）

　
　
　
　
　
　
　

村
島　

茂
助

　
　
　
　
　
　
　

小
亀　

定
吉

　
　
　
　
　
　
　

長
岡　

市
太
郎

　
　
　
　
　
　
　

青
木　

長
二

　
　
　
　
　
　
　

松
崎　

泰
三
郎

　
　
　
　
　

本
年
新
参

　
　
　
　
　
　
　

古
道　

信
三

　
　
　
　
　

子
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

定
助

　
　
　
　

〆
十
人

　
　
　
　
　

醤
油
杜
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
平

　
　
　
　

神
戸
支
店

　
　
　
　
　

支
配
人

　
　
　
　
　
　
　

島
村　

秋
三
郎

　
　
　
　
　
　
　

野
口　

孝
三
郎

　
　
　
　
　
　
　

瀬
戸　

宗
七

四
七　
（
七
二
〇
）



第
六
十
二
巻  

第
四
号

　
　
　
　
　
　
　

木
田　

太
吉

　
　
　
　
　
　
　

若
林　

重
吉

　
　
　
　
　
　
　

三
木　

兼
吉

　
　
　
　
　

子
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
二

　
　
　

〆
七
人　

　
　
　
　
　

酒
造
杜
氏

　
　
　
　
　
　

新
参

　
　
　
　
　
　
　

姓
名
不
詳

　
　
　

今
津
酒
造
場

　
　
　
　
　
　
　

野
田　

東
三
郎　

廿
八
才

　
　
　
　
　
　
　

岩
城　

文
二
郎

　
　
　
　
　
　
　

小
西　

与
兵
衛

　
　
　
　
　

子
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

芳
二
郎

　
　
　

〆
四
人

　
　
　
　
　

内
蔵
杜
氏

　
　
　
　
　
　
　

山
田
権
右
衛
門

四
八　
（
七
一
九
）



近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
程
（
末
永
國
紀
）

　
　
　
　
　

出
蔵
杜
氏

　
　
　
　
　
　
　

某

　
　
　

大
阪
支
店

　
　
　
　

支
配
人

　
　
　
　
　
　
　

竹
村　

要
次
郎

　
　
　
　
　
　
　

荒
木　

葛
蔵

　
　
　
　
　
　
　

田
中　

新
太
郎

　
　
　
　
　
　
　

坂
下　

為
吉

　
　
　
　
　

子
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

虎
吉

　
　
　
　
　

外　
　
　
　

一
人

　
　
　

〆
六
人

　
　
　

店
員

　
　
　
　

総
計　

五
十
一
人

　
　
　
　

外
ニ
酒
醤
油
杜
氏　

六
人

　
　
　
　

醸
造
ニ
使
用
ス
ル
稼
人
総
員

　
　
　
　
　
　
　

大
凡
九
十
人

四
九　
（
七
一
八
）



第
六
十
二
巻  

第
四
号

　

右
の
史
料
に
よ
っ
て
明
治
二
七
年
に
お
け
る
野
田
家
の
陣
容
が
分
る
。
ま
ず
、
本
店
と
称
す
る
板
鼻
出
店
に
は
、
当
主
六
代
目
野
田
六

左
衛
門
（
三
五
歳
）
と
甥
の
野
田
恒
蔵
（
二
五
歳
）
以
下
、
支
配
人
の
松
崎
藤
吉
（
五
六
歳
）
と
副
支
配
人
青
木
音
吉
、
一
二
人
の
店
員
と

子
供
八
人
の
、
計
二
四
人
が
い
る
。
子
供
の
う
ち
、
粂
吉
と
要
吉
は
本
年
が
初
登
り
の
年
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
店
員
の
ほ
か
、
酒
造
杜
氏

の
松
井
熊
八
と
醤
油
杜
氏
の
横
山
八
造
が
い
る
。
倉
賀
野
の

店
に
は
、
支
配
人
の
傍
田
与
蔵
と
副
支
配
人
早
川
正
太
郎
の
ほ
か
、
店

員
六
人
と
子
供
二
人
で
あ
り
、
計
一
〇
人
。
店
員
の
う
ち
一
人
は
本
年
新
参
と
あ
る
の
で
、
中
途
入
店
者
で
あ
る
。
そ
の
外
に
醤
油
杜
氏

の
忠
平
が
い
る
。
神
戸
支
店
は
、
支
配
人
の
島
村
秋
三
郎
を
は
じ
め
と
し
て
店
員
六
人
に
子
供
一
人
の
計
七
人
。
外
に
酒
造
杜
氏
が
一
人

い
る
。
今
津
酒
造
場
は
、
二
代
目
野
田
東
三
郎
（
二
八
歳
）
と
店
員
二
人
に
子
供
一
人
の
計
四
人
で
あ
り
、
他
に
杜
氏
が
二
人
で
あ
る
。

大
阪
支
店
に
は
、
支
配
人
の
竹
村
要
次
郎
の
下
に
三
人
の
店
員
と
子
供
が
二
人
の
計
六
人
が
い
る
。
店
員
の
総
計
は
五
一
人
、
酒
造
杜
氏

は
四
人
、
醤
油
杜
氏
が
二
人
で
あ
る
。
酒
と
醤
油
の
醸
造
に
使
用
す
る
人
数
は
外
に
約
九
〇
人
と
な
っ
て
い
る
。

　

板
鼻
出
店
の
店
員
数
は
、
明
治
五
年
の
一
三
人
か
ら
二
七
年
の
二
四
人
へ
と
二
倍
近
く
も
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
五
一
人
と
い
う

総
店
員
数
の
増
加
は
、野
田
家
の
経
営
の
発
展
を
語
っ
て
い
る
。
人
名
の
肩
に
、「
初
登
り
」や「
新
参
」の
文
言
注
記
あ
る
こ
と
を
み
て
も
、

在
所
登
り
制
度
や
中
途
採
用
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
大
正
六
年
一
〇
月
の
板
鼻
本
店
を
中
心
と
す
る
各
出
店
の
従
業
員
を
挙
げ
て
お
く
と
、
二
四
歳
の
当
主
野
田
六
左
衛
門
以
下
、

本
店
三
〇
人
・
他
に
杜
氏
二
人
、
倉
賀
野
支
店
二
〇
人
・
他
に
杜
氏
一
人
、
神
戸
南
支
店
九
人
、
神
戸
北
支
店
五
人
、
今
津
支
店
八
人
の

陣
容
で
あ
る
。
店
員
は
七
二
人
に
増
加
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
野
田
家
の
発
展
に
は
、
奉
公
人
に
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
一
因
で
あ
る
。
例
え
ば
、
銘
酒
「
群
鶴
」
の
造
出
に
功
が
あ
っ

た
酒
造
司
に
越
後
出
身
の
松
井
熊
八
が
い
る
。
熊
八
は
、
元
来
鈴
木
忠
右
衛
門
家
の
杜
氏
で
あ
り
、
腕
利
き
で
あ
っ
た
が
、
十
数
年
勤
務

の
後
に
同
家
を
辞
去
し
、
武
州
熊
谷
で
旅
店
を
開
い
て
い
た
。
初
代
野
田
東
三
郎
が
旅
の
途
次
に
酒
造
熱
心
家
の
熊
八
を
見
い
出
し
、
杜

五
〇　
（
七
一
七
）



近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
程
（
末
永
國
紀
）

氏
と
し
て
雇
用
し
た
結
果
、熊
八
は
醸
造
に
改
良
を
加
え
、美
酒
を
製
出
す
る
よ
う
に
な
り
、つ
い
に
明
治
二
三
年
の
内
国
博
覧
会
で
「
群

鶴
」
が
褒
状
を
受
け
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
同
人
は
、
多
数
の
杜
氏
の
教
育
に
も
貢
献
し
、
明
治
二
八
年
に
五
九
歳
で
病
死
し
た
。

　

一
方
、
店
員
で
は
松
崎
藤
吉
と
青
木
音
吉
が
い
る
。
松
崎
藤
吉
は
、
越
後
国
中
頚
城
郡
下
黒
川
村
大
字
阿
弥
陀
瀬
の
出
身
で
あ
る
。「
萬

歳
記
」
は
、
五
代
、
六
代
、
七
代
の
各
当
主
に
仕
え
た
勤
続
五
〇
年
の
藤
吉
の
功
を
次
の
よ
う
に
称
え
て
い
る
（#

1394

）。

　
　

 

明
治
丗
九
年
、
本
店
後
見
松
崎
藤
吉
、
老
ヲ
以
テ
致
仕
ス
、
同
人
ハ
齢
拾
七
ニ
シ
テ
初
メ
テ
本
店
ニ
仕
ヘ
、
明
治
十
二
年
故
支
配
小

倉
忠
蔵
ノ
後
ヲ
継
キ
テ
、
本
店
支
配
ト
ナ
リ
在
勤
五
十
余
年
、
操
行
ニ
於
テ
一
点
ノ
非
難
ヲ
止
メ
ズ
、
近
来
稀
有
ノ
人
物
ナ
リ
、
去

ル
ニ
臨
ミ
、
本
店
元
方
ヨ
リ
永
年
ノ
慰
労
金
ト
シ
テ
金
壱
千
円
ヲ
贈
リ
、
猶
本
人
在
生
中
、
年
金
壱
百
円
ヲ
贈
ル
事
ト
為
シ
、
外
ニ

本
家
ヨ
リ
深
田
直
城
画
ケ
ル
同
人
ノ
姓
名
ニ
因
メ
ル
松
ニ
藤
花
ノ
図
ニ
歌
人
清
家
茂
信
ノ
和
歌
ヲ
讃
シ
、
表
装
桐
箱
入
ト
シ
、
同
人

定
紋
ヲ
附
シ
タ
ル
六
寸
三
組
銀
盃
ニ
外
面
ノ
周
囲
ニ
、
前
田
黙
鳳
書
、
贈
松
崎
藤
吉
翁
、
恪
勤
五
十
年
、
歴
仕
三
世
の
文
字
ヲ
彫
刻

セ
ル
ヲ
贈
リ
、
永
ク
同
家
ノ
記
念
物
ト
為
サ
シ
ム

　

藤
吉
は
一
七
歳
で
奉
公
に
入
り
、
明
治
三
九
年
ま
で
五
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
精
勤
し
た
一
点
も
非
難
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
近
来
に
稀
な

人
物
で
あ
る
、
と
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
間
、
明
治
一
二
年
小
倉
忠
蔵
の
後
を
継
い
で
本
店
支
配
と
な
り
、
同
二
九
年
総
店
後
見
役
に

就
き
、
同
三
九
年
に
老
齢
を
理
由
に
退
職
し
た
。
退
職
に
際
し
て
野
田
家
は
、
永
年
慰
労
金
一
〇
〇
〇
円
、
終
身
年
金
一
〇
〇
円
と
記
念

品
を
藤
吉
に
贈
っ
て
い
る
。
藤
吉
の
没
年
は
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）、
享
年
七
九
で
あ
っ
た
の
で
、
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
の
生
れ

で
あ
る
。

　

明
治
二
九
年
以
来
本
店
支
配
役
と
し
て
、
藤
吉
の
後
を
継
い
で
い
た
青
木
音
吉
は
、
大
正
四
年
に
老
分
と
な
り
、
後
進
に
道
を
譲
る
た

五
一　
（
七
一
六
）



第
六
十
二
巻  

第
四
号

め
に
大
正
七
年
に
退
身
し
た
。
青
木
音
吉
に
対
し
て
は
、
野
田
家
は
永
年
の
功
労
に
報
い
る
た
め
に
、
仏
壇
一
式
な
ど
の
記
念
品
と
功
労

金
一
〇
〇
〇
円
、
お
よ
び
終
身
年
金
一
五
〇
円
を
贈
っ
た
。

　

手
厚
い
店
員
待
遇
は
、
五
代
目
の
時
代
か
ら
採
り
い
れ
ら
れ
た
、
大
儀
料
と
い
う
利
益
金
の
な
か
か
ら
支
出
さ
れ
た
特
別
賞
与
の
事
例

に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
か
ら
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
に
か
け
て
幹
部
店
員
と
目
さ
れ
る
六
人
へ
の

支
給
状
況
を
摘
記
す
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
（「
従
嘉
永
五
子
年　

四
店
大
儀
料
書
抜　

十
一
屋
六
左
衛
門
」#

1859

）。

　
　

善
之
助

　
　
　

嘉
永
五
年
子　

一
月　
　
　
　

五
〇
両　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
儀
料
遣
ス

　
　
　

同　
　
　
　

一
〇
月　
　
　
　

三
〇
両　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
儀
料
遣
ス

　
　
　

同　
　
　
　

一
〇
月　
　
　
　

一
八
両
ト
五
二
四
文　
　
　
　
　

別
段
預
リ

　
　
　

同　

六
年
丑
一
〇
月　
　
　
　

一
五
両　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
儀
料

　
　
　

安
政
三
年
辰
一
二
月　
　
　
　

五
〇
両　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
儀
料

　
　
　

同　

六
年
未
一
一
月　
　
　
　

五
七
両
二
分
三
朱
ト
二
五
三
文　

巳
午
両
年
分

　
　

源
次
郎

　
　
　

嘉
永
五
年
子
九
月　
　
　
　
　

五
〇
両　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
儀
料
遣
ス
分
、
差
引
預
り

　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
両　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
儀
料

　
　
　

安
政
六
年
未
一
月　
　
　
　
　

一
五
両
三
分
一
朱
ト
五
文　
　
　

高
崎
店
未
年
分
大
儀
料

五
二　
（
七
一
五
）



近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
程
（
末
永
國
紀
）

　
　
　

万
延
元
年
申
一
月　
　
　
　
　

一
〇
両　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昨
未
年
登
国
休
年
ニ
付
別
段
大
儀
料
遣
ス

　
　
　

文
久
三
年
亥
三
月　
　
　
　
　

三
五
一
両
二
朱
ト
三
六
八
文　
　

申
酉
戌
三
ケ
年
分
、
高
崎
店
・
倉
賀
野
店
大
儀
料

　
　

亀
吉

　
　
　

安
政
五
年
午
一
二
月
一
四
日　

二
〇
両
二
分
二
朱
ト
二
一
八
文　

日
野
屋
大
儀
料
遣
ス
分
、
差
引
過
上
預
リ

　
　
　

元
治
元
年
子　

八
月
一
三
日　

二
七
三
両
二
分
ト
一
八
九
文　
　

酉
戌
亥
三
ヶ
年
日
野
屋
大
儀
料
遣
ス

　
　

良
助

　
　
　

嘉
永
四
年
亥
一
〇
月　
　
　
　

四
〇
両　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
崎
店
仕
舞
候
節
、
大
儀
料
遣
ス
分
預
リ

　
　
　

嘉
永
六
年
丑
一
〇
月
晦
日　
　

一
〇
両　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
儀
料
遣
ス

　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
両　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
元
田
地
旱
損
手
伝
ひ
遣　
　
　
　
　

ス

　
　
　

安
政
三
年
辰
一
二
月　
　
　
　

三
〇
両　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
儀
料
遣
ス

　
　
　

安
政
五
年
午
一
二
月
一
四
日　

一
五
両　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

登
国
休
ミ
別
段
大
儀
料
遣　
　
　

ス

　
　
　

安
政
六
年
未
一
一
月　
　
　
　

一
〇
四
両
三
分
ト
九
一
七
文　
　

巳
午
未
三
ヶ
年
大
儀
料
、
但
し
拾
両
也
、
在
国
分
引
去
候
也

　
　
　

文
久
三
年
亥　

三
月　
　
　
　

三
五
五
両
一
分
ト
七
七
六
文　
　

申
酉
戌
三
ヶ
年
大
儀
料

　
　

忠
蔵

　
　
　

嘉
永
四
年
亥
一
〇
月　
　
　
　

三
〇
両　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
崎
店
仕
舞
之
節
大
儀
料
遣
ス五

三　
（
七
一
四
）



第
六
十
二
巻  

第
四
号

　
　
　

安
政
四
年
巳
一
二
月　
　
　
　

一
五
両　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
儀
料
遣
ス

　
　
　

安
政
六
年
未
一
一
月　
　
　
　

三
九
両
一
分
三
朱
ト
一
八
七
文　

巳
午
未
三
ヶ
年
高
崎
店
分
、
大
儀
料
遣
ス

　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
二
両
一
分
三
朱
ト
三
三
二
文　

未
一
ヶ
年
当
店
大
儀
料
遣　

ス　

　
　
　

文
久
三
年
亥　

三
月　
　
　
　

三
五
五
両
一
分
ト
七
七
六
文　
　

申
酉
戌
三
ヶ
年
大
儀
料
遣　

ス　

　
　

正
助

　
　
　

嘉
永
五
年
八
月　
　
　
　
　
　

一
七
両
二
朱
ト
一
七
七
文　
　
　

大
儀
料
遣
ス

　
　
　

嘉
永
六
年
九
月　
　
　
　
　
　

三
七
両
六
四
九
文　
　
　
　
　
　

大
儀
料
遣
ス

　
　
　

文
久
二
年
戌
一
〇
月　
　
　
　

五
両
一
分
二
朱
ト
九
〇
文　
　
　

大
儀
料
遣
ス

　
　
　

慶
応
二
年
九
月　
　
　
　
　
　

四
五
両
一
分
ト
三
〇
四
文　
　
　

大
儀
料
遣
ス

　
　
　

慶
応
三
年
九
月　
　
　
　
　
　

九
両
三
分
二
朱
一
一
五
文　
　
　

大
儀
料
遣
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
両　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
段
大
儀
料
遣
ス

　

こ
れ
ら
の
大
儀
料
の
支
給
は
、
単
年
度
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
三
カ
年
一
括
支
給
も
あ
る
。

　

在
所
へ
の
帰
郷
を
控
え
た
場
合
も
支
給
さ
れ
、
店
仕
舞
や
在
所
の
田
畑
の
旱
損
に
も
一
種
の
見
舞
金
と
し
て
支
給
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
大
儀
料
は
、
幕
末
期
の
店
卸
帳
の
な
か
に
も
記
載
さ
れ
て
い
て
、
純
益
に
対
す
る
比
率
は
六
〜
一
五
％
を
占
め
て
い
た
。

五
四　
（
七
一
三
）



近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
程
（
末
永
國
紀
）

　
　
　
　
　
　
　

む　

す　

び

　

野
田
家
の
承
継
は
、
必
ず
し
も
順
調
で
は
な
か
っ
た
。
二
代
、
三
代
と
養
子
が
続
い
た
。
養
子
と
は
い
え
、
業
績
面
か
ら
見
れ
ば
当

主
と
し
て
の
職
責
は
全
う
し
た
と
い
え
る
。
と
く
に
三
代
目
は
、「
家
訓　

家
事
改
革
秘
書
」
を
著
す
な
ど
の
功
績
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

久
方
振
り
の
実
子
と
し
て
当
主
と
な
っ
た
四
代
目
は
、
放
埓
な
生
活
を
送
り
、
家
産
を
蕩
尽
し
た
。
五
代
目
が
引
き
継
い
だ
時
の
赤
字
経

営
の
状
況
か
ら
み
て
も
、
経
営
は
破
綻
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
七
月
に
四
代
目
が
事
実
上
の
押
込
め
隠
居
の
処

分
を
受
け
た
の
も
止
む
を
得
な
か
っ
た
。

　

五
代
目
以
降
の
当
主
に
よ
る
経
営
再
建
は
、
幕
末
維
新
期
と
い
う
変
革
期
な
が
ら
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
二
月
二
九
日
の
一
揆
に

よ
る
打
ち
こ
わ
し
も
回
避
し
な
が
ら
、
ほ
ぼ
順
調
な
純
資
産
の
増
加
に
よ
っ
て
果
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
二
つ
の
要
因
が
あ
っ
た
。

　

一
つ
は
、
五
代
目
の
長
女
が
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
に
山
中
太
兵
衛
家
か
ら
養
子
東
三
郎
を
得
て
分
家
し
、
娘
に
よ
る
分
家
創
立

と
い
う
珍
し
い
形
の
野
田
東
三
郎
家
を
興
し
た
こ
と
で
あ
る
。
野
田
六
左
衛
門
本
家
と
東
三
郎
分
家
の
共
同
経
営
に
よ
っ
て
、
明
治
九
年

か
ら
店
卸
勘
定
後
の
純
資
産
を
、
本
家
基
金
八
割
、
分
家
（
新
家
）
基
金
二
割
に
分
割
し
て
算
出
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
明
治
一
二

年
か
ら
は
五
代
目
の
意
向
に
基
づ
い
て
比
率
を
変
え
、
本
家
七
割
五
分
、
分
家
二
割
五
分
に
改
め
た
。
こ
う
し
た
本
家
と
分
家
に
よ
る
共

同
経
営
は
、
経
営
首
脳
の
強
化
に
役
立
ち
、
五
代
目
か
ら
六
代
目
へ
の
野
田
家
の
承
継
を
支
え
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
い
え
る
。

　

も
う
一
つ
の
要
因
は
、
大
儀
料
支
給
な
ど
の
利
益
分
配
を
奉
公
人
と
分
ち
合
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
松
井
熊
八
、
松
崎
藤
吉
、
青
木

音
吉
等
に
代
表
さ
れ
る
忠
良
な
奉
公
人
に
恵
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

経
営
首
脳
部
の
強
化
と
奉
公
人
の
尽
力
が
両
々
相
俟
っ
て
、
近
代
の
野
田
家
を
支
え
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
板
鼻
本
店
が
閉
業
し
た
の
は
平
成
二
年
で
あ
る（
５
）。

五
五　
（
七
一
二
）



第
六
十
二
巻  

第
四
号

　

本
稿
作
成
に
あ
た
り
、史
料
閲
覧
や
利
用
等
に
お
い
て
日
野
町
史
編
さ
ん
室
の
厚
意
に
あ
ず
か
っ
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

ま
た
本
稿
は
、平
成
二
十
一
年
度
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
特
別
補
助
高
度
化
推
進
特
別
経
費
大
学
院
重
点
特
別
経
費
（
研
究
科
分
）
と
、

平
成
二
十
年
度
科
学
研
究
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
，
課
題
番
号
２
０
５
３
０
３
１
６
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

註（
１ 

）
近
江
日
野
商
人
の
経
営
に
関
す
る
研
究
史
と
し
て
は
、
江
頭
恒
治
『
近
江
商
人
中
井
家
の
研
究
』（
一
九
六
六
年
、
雄
山
閣
）
の
ほ
か
、
最
近
の
研
究
と
し
て
主
に
以
下

の
も
の
が
あ
る
。

　　

 

末
永
國
紀
「
幕
末
期
近
江
商
人
の
家
政
改
革
」（
一
九
九
四
年
、
同
志
社
大
学
『
社
会
科
学
』
第
五
二
号
）、
同
「
近
江
商
人
矢
尾
喜
兵
衛
家
の
年
中
行
事
と
作
善
―
武
州
秩

父
店
の
場
合
」（
一
九
九
六
年
、
同
志
社
大
学
『
経
済
学
論
叢
』
第
四
七
巻
第
四
号
）、
同
「
商
人
資
本
の
蓄
積
過
程
―
近
江
商
人
矢
尾
喜
兵
衛
家
の
場
合
」（
二
〇
〇
三
年
、

同
志
社
大
学
『
経
済
学
論
叢
』
第
五
四
巻
第
四
号
）。
本
村
希
代
「
近
江
商
人
の
創
業
期
の
軌
跡
―
初
代
正
野
玄
三
の
場
合
」（
二
〇
〇
三
年
、
同
志
社
大
学
『
経
済
学
論
叢
』

第
五
四
巻
、
第
五
号
）、
同
「
近
江
商
人
正
野
玄
三
家
の
合
薬
流
通
」（
二
〇
〇
四
年
、『
経
営
史
学
』
第
三
九
巻
第
三
号
）、
同
「
明
治
期
に
お
け
る
近
江
商
人
の
企
業
家
活

動
―
正
野
玄
三
家
の
事
例
」（
二
〇
〇
五
年
『
企
業
家
研
究
』
第
二
号
）、
同
「
近
代
に
お
け
る
近
江
日
野
売
薬
の
展
開
と
近
江
商
人
正
野
玄
三
家
」（
二
〇
〇
八
年
、
福
岡

大
学
『
商
学
論
叢
』
第
五
三
巻
第
二
号
）
同
「
近
世
期
に
お
け
る
近
江
商
人
西
村
市
郎
右
衛
門
家
の
経
営
」（
二
〇
一
〇
年
、
福
岡
大
学
『
商
学
論
叢
』
第
五
五
巻
第
一
号
）。

上
村
雅
洋
「
近
江
商
人
正
野
玄
三
家
の
事
業
と
奉
公
人
」（
二
〇
〇
三
年
『
経
済
史
再
考　

日
本
経
済
史
研
究
所
開
所
七
〇
周
年
記
念
論
文
集
』）、
同
「
近
代
に
お
け
る
近

江
商
人
正
野
玄
三
家
の
雇
用
形
態
」（
二
〇
〇
六
年
、
和
歌
山
大
学
『
経
済
理
論
』
第
三
三
七
号
）、
同
「
近
江
商
人
吉
村
儀
兵
衛
家
と
酒
造
業
」（
二
〇
〇
九
年
、
安
藤
精

一
・
高
嶋
雅
明
・
天
野
雅
敏
編
『
近
世
近
代
の
歴
史
と
社
会
』
清
文
堂
）、
同
「
近
江
商
人
吉
村
儀
兵
衛
家
の
雇
用
形
態
（
１
）」（
二
〇
一
〇
年
、
和
歌
山
大
学
『
経
済
理
論
』

第
三
五
三
号
）、同
「
近
江
商
人
吉
村
儀
兵
衛
家
の
雇
用
形
態
（
２
）」（
二
〇
一
〇
年
、和
歌
山
大
学
『
経
済
理
論
』
第
三
五
四
号
）、「
近
江
商
人
吉
村
儀
兵
衛
家
の
出
店
経
営
」

（
二
〇
一
〇
年
、
和
歌
山
大
学
『
経
済
理
論
』
三
五
七
号
）、「
近
江
商
人
吉
村
儀
兵
衛
家
の
経
営
―
本
店
を
中
心
に
」（
二
〇
一
〇
年
、
和
歌
山
大
学
『
研
究
年
報
』
一
四
号
）。

五
六　
（
七
一
一
）



近
江
商
人
野
田
六
左
衛
門
家
の
系
譜
と
蓄
積
過
程
（
末
永
國
紀
）

鈴
木
敦
子
「
近
江
日
野
商
人
山
中
兵
右
衛
門
家
の
出
店
経
営
―
小
田
原
店
を
中
心
に
」（
二
〇
〇
八
年
、『
大
阪
大
学
経
済
学
』
第
五
八
巻
第
一
号
）、
同
「
近
江
日
野
商
人

島
崎
泉
司
家
の
経
営
―
近
世
期
に
お
け
る
茂
木
本
店
を
中
心
に
」（
二
〇
〇
九
年
、『
大
阪
大
学
経
済
学
』
第
五
九
巻
第
二
号
）。
松
本
宏
編
『
近
江
日
野
商
人
の
研
究
―
山

中
兵
右
衛
門
家
の
経
営
と
事
業
』（
二
〇
一
〇
年
、
日
本
経
済
評
論
社
）。

（
２
）
以
下
に
利
用
す
る
史
料
は
、
日
野
町
史
編
さ
ん
委
員
会
作
成
の
「
野
田
六
左
衛
門
家
文
書
（
日
田
）」
で
あ
り
、
付
し
た
番
号
は
、
そ
の
整
理
番
号
で
あ
る
。

（
３
）
安
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Abstract

Kunitoshi SUYENAGA, Genealogy and Business History of the Family of 

Rokuzaemon Noda, an Ohmi Merchant

　　The family of Rokuzaemon Noda̶an Ohmi merchant̶began brewing and 

wholesale-and-retail business in Itahana, northern Kanto area, in 1753.

Although Rokuzaemon Noda of the fourth-generation master was expelled from 

the family business for debauchery, the masters in the following generations 

restored the performance of the business by setting a branch family to 

strengthen the management team. Further, a part of the profit was awarded to 

the long-service employees, which assured their loyalty and extended services. 

The improved management team and the faithful employees have been the two 

key factors in the Noda family’s success in business even in the modern times.
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